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第 1節 都市の防災機能の強化 

 
 市及び防災関係機関は、防災空間の整備や市街地の面的整備、土木構造物・施設の耐震対策など

により、災害に強い都市基盤を形成し、都市における防災機能の強化に努める。 
 市は、阪神・淡路大震災や東日本大震災等の大規模災害をはじめ、大阪府北部地震等の中規模災

害など、各種災害による教訓を踏まえた総合的な都市防災構造化対策を推進する。 
 
第 1 防災空間の整備 

 市は、避難地・避難路の確保、火災の延焼防止、災害応急活動の円滑な実施を図るため、公園緑

地、道路、河川、ため池、水路、上下水道施設などの都市基盤施設の効果的整備、農地などのオー

プンスペースや、学校、公営住宅などの公共施設等の有効活用を図り、防災空間の確保に努める。 
 

1  都市公園等の整備 

公園は、避難地、延焼遮断空間としての機能を有するほか、応急仮設住宅建設の候補地でも

あり、今後も、防災機能を付加した都市公園等の整備に努める。 
 

2  道路の整備 

(1) 幹線道路の新規整備、既設道路の拡幅等により、多重ネットワークの形成に努める。 
(2) 避難路、延焼遮断空間としての機能を強化するため、既存道路の緑化や無電柱化、

不法占有物件の除去や沿道建築物の不燃化に努める。 
 

3  市街地緑化の推進 

   街路樹及び緑地における樹木等は、延焼遮断帯や避難地において重要な役割を担うことから、

これらの緑の整備・保全を推進する。 
  

4   農地の保全・活用 

市街地及びその周辺の農地は良好な環境の確保はもとより、延焼遮断帯・緊急時の避難地・

仮設住宅用地・復旧用資材置場等、防災対策上重要な役割が期待されることから、適切に保全・

活用し、防災空間の確保を図る。 
特に、まとまりのある農地については、生産緑地地区制度等の活用により、適正な保全に努

める。 
 
第 2 都市基盤施設の防災機能の強化 

 市は、公園、道路、河川、ため池等都市基盤施設に、災害対策上有効な防災機能の整備を進める。 
 
 1 避難地又は避難路となる都市公園に、防災上必要な施設（備蓄倉庫、耐震性貯水槽、放送施

設及び災害時用臨時ヘリポート等）の設置を推進する。 
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 2  河川における防災機能の強化について、府と連携し災害が発生した場合に緊急復旧などを迅

速に行う基地として設置した芥川河川防災ステーションの活用や、近畿地方整備局と連携し大

塚緊急船着場の維持保全、緊急交通路の補完的機能を果たす緊急用河川敷道路の整備を促進す

る。 

 
第 3 計画的な市街地整備 

 各種事業等を活用しながら、都市基盤の整備、建築物の不燃化を促進し、災害に強い市街地形成

を推進する。  
 また、既成市街地においては、耐震診断・耐震改修への啓発・支援、「高槻市耐震化アクション

プラン 2017」の着実な推進、街路事業・道路事業などにより、災害に強いまちづくりを推進する。 
 
第 4 土木構造物の耐震対策の推進 

 市をはじめ土木構造物の管理者は、自ら管理する構造物について、次の方針で耐震対策を推進す

る。 
 

1  基本的な考え方 

(1)  施設構造物の耐震対策にあたっては、以下の地震動を共に考慮の対象とする。 
     ① 供用期間中に 1～2度発生する確率を持つ一般的な地震動 
     ② 直下型（内陸型）地震又は海溝型巨大地震に起因する高レベルの地震動 

(2) 施設構造物は、一般的な地震動に対しては機能に重大な支障がなく、また、高レベ

ルの地震動に対しても人命に重大な影響を与えないことを基本的な目標とし、地域的

特性や地盤特性、施設構造物の重要度に則した地震対策の実施に努める。 
(3)  防災性の向上にあたっては、個々の施設構造物の耐震性の強化のほか、代替性や多

重性を持たせるなど都市防災システム全体系としての機能確保に努める。 
(4) 既存構造物の耐震補強にあたっては、地震防災上重要な施設から耐震対策の実施に

努める。 
(5) 埋立地、旧河川敷等の軟弱地盤に設置された構造物については、液状化対策にも十

分配慮する。 
 

2  鉄道施設 

   高架橋等の耐震対策の実施に努める。 
 

3  道路施設 

   道路橋・高架道路等の耐震対策の実施に努める。 
   特に緊急交通路の管理者は、道路橋梁防災点検に基づき補強計画を策定し、補強対策の実施

に努める。 
 

4  河川施設 

   河川堤防及び河川構造物については、耐震点検に基づき耐震対策等の実施に努める。 
 



第 2 編 災害予防対策 
第 1 章  災害に強いまちづくり 
第 1 節 都市の防災機能の強化 

 - 27 - 

5   土砂災害防止施設 

砂防えん堤、急傾斜地崩壊防止施設及び地すべり防止施設などについては、必要に応じて耐

震対策の実施に努める。 
 

6  ため池等農業用施設 

   施設管理者等は、府及び市と連携して、ため池施設の耐震性調査・診断結果に基づき、想定

される大規模地震動に対して、堤体が損傷を受けても決壊しないよう、計画的に耐震対策等の

実施に努めるとともに、農業用揚排水機場等の老朽化対策の実施に努める。また、必要に応じ、

農業用施設の統廃合を進める。 

さらに、災害時における初期消火用水、生活用水利用など、農業用水路、ため池の防災利活

用整備を推進する。 

 

第 5 ライフライン災害予防対策 

1  水道 

   施設整備については「水道耐震化計画等策定指針」（厚生労働省）、「水道施設設計指針」・「水

道施設耐震工法指針」（公益社団法人日本水道協会）等に基づき各種災害に耐えうる十分な施

設の確保に努める。 
(1) 基幹管路及び医療救護活動を担っている拠点病院や救護所等の重要給水施設に至

る管路について耐震化を推進する。 

(2) 施設の機能維持に不可欠な情報通信システムの整備を行う。 

(3) 管路の複線化やループ化（連絡管等）への整備、大冠浄水場の自己水の活用と保全

に努める。 

(4) 常時監視及び巡回点検を実施し、施設設備の維持保全に努める。 
(5) 施設の老朽度に応じ、更新、整備等を計画的に推進する。 

 

2  下水道 

   災害による下水道施設の機能の低下、停止を防止するため、下水道施設整備の強化と保全に

努める。 
(1) 施設整備にあたっては､各種災害に耐えうる十分な強度の確保に努める。 
(2) 「高槻市下水道総合地震対策計画」に基づき、優先度の高い設備から耐震化を推進

するとともに、ストックマネジメント計画に基づき、予防保全型の維持管理に努める。 
(3) 災害用トイレ対策基本方針に基づき、関係部局と連携しマンホールトイレの整備を

進める。 

 
3  電力 

   関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社大阪支社大阪北電力本部高槻配電営業所は、

電気施設の災害予防及び被害軽減のための諸施策を実施し、災害時における被害を最小限に留

めるよう万全の予防措置を講じる。 
(1) 従業員及び協力会社等復旧要員の動員に関する計画の策定 

(2) 復旧用資材、工具、復旧要員、輸送手段の確保計画の策定 

(3) 非常災害対策本部組織の設置場所の確保 
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(4) 非常用電源､通信連絡用機器等の整備 

(5) 復旧用支援物資の確保 

(6) 報道機関及び住民への円滑な情報提供､広報体制の確立 
(7) 平時における防災関係機関との連携強化 

また、災害による電気の供給停止を防止するため、電力施設設備の強化と保全に努

める。 

(8) 発電・変電施設、送・配電施設、通信設備について、台風、地震の被害を最小限に

留める強度の確保を図る。 

(9) 電力供給系統の多重化を図る。 

(10) 電気事業法、保安関係諸規定等に基づく施設設備の維持保全、並びに常時監視を

行う。 

(11) 施設の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。 

(12) 倒木等により電力供給網に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつ

つ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた府との相互連携

の拡大に努める。事前伐採等の実施に当たっては、市との協力に努める。 

 
4   ガス 

   大阪ガス株式会社ネットワークカンパニー北東部導管部は災害によるガスの漏洩を防止す

るため､ガス施設設備の強化と保全に努める。 
(1) ガス施設（製造所・供給所等）について､各種災害に耐えうる十分な強度の確保と

緊急操作設備の充実強化を図る。 
(2) 高圧・中圧・低圧のそれぞれのガス導管、継手には、耐震性の高い管材料及び伸縮

可とう性継手の使用に努める。特に、低圧導管に可とう性の高いポリエチレン管の使

用を促進する。 
(3) ガス事業法、保安関係諸規定等に基づく施設整備の維持保全、並びに常時監視を行

う。 
(4) 施設（管路）の老朽度に応じ、更新、予備施設の整備等を計画的に推進する。 

 
5  電気通信 

   西日本電信電話株式会社大阪支店は、災害による通信の途絶を防止するため、電気通信設備

及びその付帯設備（建物を含む。以下、「通信設備等」という。）の強化と保全に努める。また、

災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急の通信は控えるよう周知に努

める。 
(1) 電気通信設備等の高信頼化（防災設計） 

     ① 豪雨、洪水、高潮又は津波のおそれがある地域にある電気通信設備等については耐

水構造化を行うとともに、建物内への浸水防止のための水防板、水防扉の更改を実施

する。 
     ② 暴風のおそれがある地域にある電気通信設備等について耐風構造化を行う。 
     ③ 地震又は火災に備えて、主要な電気通信設備等について耐震及び耐火構造化を行う。 

(2) 電気通信システムの高信頼化 
     ① 主要な伝送路を多ルート構成又はループ構造とする。 
     ② 主要な中継交換機を分散設置とする。 
     ③ 主要な電気通信設備について、必要な予備電源を設置する。 
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     ④ 重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を確保

するため、2ルート化を推進する。 
(3) 電気通信処理システムに関するデータベース等の防災化 

電気通信設備の設備記録等重要書類並びに通信処理システム及び通信システム等の

ファイル類について、災害時における滅失又は損壊を防止するため、保管場所の分散、

耐火構造容器への保管等の措置を講ずる。 
(4) 災害時措置計画の作成と現用化 

災害時における重要通信の確保を図るため、伝送装置、交換装置及び網措置に関す

る措置計画を作成し、現用化を図る。 
(5) 府との相互連携 

倒木等により通信網に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事

前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた府との相互連携の拡大

に努める。事前伐採等の実施に当たっては、市との協力に努める。 
 

6   共同溝・電線共同溝の整備 

    ライフラインの安全性、信頼性を確保する都市防災及び災害に強いまちづくりの観点等か

ら、道路管理者はライフライン事業者と協議のうえ、共同溝・電線共同溝の整備を計画的に

進める。 
(1) 収容するライフラインの種類により、以下の区分とする。 

     ① 共同溝は、2 以上のライフライン事業者の物件を収容する。 
     ② 電線共同溝（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）は、2 以上の電力、電気通信事業者及びその他電線

管理者の電源を収容する。 
(2) 特に、共同溝については、市域内及び近隣都市とのネットワークの形成を推進する

観点から、既存共同溝間の連続化を図る。 
 

第 6 災害発生時の廃棄物処理体制の確保  

 市は、災害発生時において、し尿及びごみを適正に処理し、周辺の衛生状態を保持するため、

平時からし尿及びごみ処理施設の強化等に努めるとともに、早期の復旧・復興の支障とならない

よう災害廃棄物の処理体制の確保に努める。 

 

1 し尿処理 

(1) し尿処理施設の整備にあたっては、あらかじめ耐震性・浸水対策等に配慮した施設

整備に努める。 

(2) 既存のし尿処理施設についても、耐震診断を実施するなどし、必要に応じて施設の

補強等による耐震性の向上、不燃堅牢化、浸水対策等に努める。 

(3) 災害時のし尿処理施設における人員計画、連絡体制、復旧対策も含めた災害対応マ

ニュアルを整備するとともに、補修等に必要な資機材や通常運転に必要な資材（燃料、

薬剤等）を一定量確保する。 

(4) 災害時における上水道、下水道、電力等ライフラインの被害想定等を勘案し、し尿

の収集処理見込み量及び仮設トイレの必要数を把握する。 

(5) し尿処理施設等が被災した場合に備え、周辺市町等との協力体制の整備に努める。 

(6) 災害発生に備え、仮設トイレの必要数の確保に努める。 
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(7) 仮設トイレの配備場所や、災害時に利用が可能となるマンホールトイレ、障がい者

及び帰宅困難者対応用トイレなどに関する災害時用トイレに関する情報を把握し、各

種トイレの確保に努める。 

 

2 ごみ処理 

(1) ごみ処理施設の整備にあたっては、あらかじめ耐震性・浸水対策等に配慮した施設

整備に努める。 

(2) 既存のごみ処理施設についても、耐震診断を実施するなどし、必要に応じて施設の

補強等による耐震性の向上、不燃堅牢化、浸水対策等に努める。 

(3) 災害時のごみ処理施設における人員計画、連絡体制、復旧対策も含めた災害対応マ

ニュアルを整備するとともに、補修等に必要な資機材や通常運転に必要な資材（燃料、

薬剤等）を一定量確保するよう努める。 

(4) あらかじめ一時保管場所の候補地を検討しておく。また、一時保管場所の衛生状態

を保持するため、殺虫剤、消臭剤等の備蓄に努める。 

(5) ごみ処理施設等が被災した場合に備え、周辺市町等との協力体制の整備に努める。 

(6) 平時から市民への災害ごみに係る周知を図るとともに、災害時における効率的な収

集等ができるよう関係機関及び関係対策部との連携に努める。 

 

3 災害廃棄物等処理 

(1) 災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよ

う、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のごみや仮設ト

イレのし尿等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺市町村等との連携・

協力のあり方等について、災害廃棄物処理計画等において具体的に示す。 

(2) 災害廃棄物からのアスベスト等の飛散による環境汚染に備えて、あらかじめモニタ

リング体制を整備しておく。 

(3) 災害廃棄物に関する情報及び災害廃棄物処理支援ネットワーク（D.Waste-Net）や

地域ブロック協議会の取組等に関して、ホームページ等において公開する等、周知に

努める。 

(4) 社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土

砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民やＮＰＯ・ボランテ

ィア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボラ

ンティア活動の環境整備に努めるものとする。 
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第 2節 建築物の安全化 

 
 市は、地震による建築物の倒壊や火災の延焼を防止するため、建築物の耐震化・不燃化の推進、

安全性の指導等に努める。 
 既存の公共建築物については、公共建築物の耐震化基本計画に沿って、耐震化を実施する。また、

民間の施設（木造家屋を含む）についても関係法に基づいて対策を進める。 
 市、国、府、公共機関及び事業者は、それぞれの所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急

復旧を行うため、あらかじめ体制・資機材を整備するものとする。特に三次医療機関等の人命に関

わる重要施設、電気、通信等のライフライン施設については、早期に復旧できるよう体制等を強化

する。 
 
第 1 住宅・建築物等の耐震化の促進 

市及び防災関係機関は、「住宅建築物耐震 10 ヵ年戦略・大阪」に基づき、本市が策定する「高槻

市耐震化アクションプラン２０１７」において、地震に対する安全性が明らかでない住宅・建築物

の耐震診断及び耐震改修等の促進と、ブロック塀等の安全対策や家具の転倒防止の促進について、

さらなる取組み強化を図る。 
また、天井等の２次構造部材の脱落防止等の落下物対策、超高層建築物等における長周期地震動

対策等を適切に実施するとともに、「住宅建築物耐震 10 ヵ年戦略・大阪」を踏まえ、「高槻市耐震

化アクションプラン２０１７」の見直しを必要に応じて行い、より効果的な施策の展開や計画的な

公共建築物の耐震化を図る。 

1  公共建築物の耐震化 

(1) 公共施設については建物耐震診断に基づき、重要性や緊急性を考慮し耐震対策の計

画的な実施に努める。 

(2) 耐震改修促進法の基準値を参考にして、公共施設等の補強レベルと補強工法の検討

を行い、防災上の重要度に応じた分類に基づき、公共建築物の耐震化基本計画に沿っ

て耐震化を図る。 

(3) 公共建築物の新築については、防災上の重要度に応じた耐震対策を実施する。 

(4) 指定避難所等について、老朽化の兆候が認められる場合には、優先順位をつけて計

画的に安全確保対策を進める。 

(5) ブロック塀等の安全対策、天井等の２次構造部材の脱落防止対策、エレベーターの

閉じ込め防止対策等を図るものとする。また、高層建築物等については長周期地震動

対策を検討する。 
(6) 災害時では市庁舎施設のエレベーターにおいて、来庁者等の閉じ込めが発生するお

それがあることから、最寄階停止装置の設置や、エレベーター内の防災キャビネット

の設置に努める。 

 

2  民間建築物等の耐震化 

(1) 市は、特定既存耐震不適格建築物（一定規模以上の病院、百貨店、ホテル等、多数

の人が利用する建築物）の所有者が行う耐震診断に対する助成を行う。 
(2) 市は、木造住宅の耐震診断、耐震設計、改修工事、除却工事等に対する助成を行う。 

(3) 市は、地域やＮＰＯ法人と連携を図り、耐震化が必要な住宅・建築物に対して戸別

訪問を行うなど積極的に耐震化の普及啓発に取り組む。 
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(4) 市は、高齢者入所施設・民間保育園など要配慮者がいる特定既存耐震不適格建築物

など、緊急性や公共性が高い民間建築物や道路を閉塞するおそれのある道路沿道の建

築物に対して、積極的に耐震診断を行うように働きかけるとともに、必要な支援策に

ついて検討する。 
(5) 市は、病院等不特定多数の人が利用する建築物や、学校、福祉施設等の避難上配慮

を要する人が利用する建築物のうち大規模なもの等、耐震診断が義務付けられている

建築物に対する助成を行うとともに、対象建築物の所有者から耐震診断結果の報告を

受け、その内容を公表し、必要に応じて改修の指導・助言、指示等を行う。 

(6) 市は、広域緊急交通路のうち、府が指定する耐震診断義務化対象路線が地震発生時

に沿道建築物等の倒壊により閉塞することを防止するため、府と連携して、対象建築

物等の所有者から耐震診断結果の報告を受け、その内容を公表し、必要に応じて改修

の指導・助言、指示等を行う。 

(7) 市は、緊急交通路等のうち、府が指定する耐震診断義務化対象路線から総合防災拠

点等を結ぶ路線を指定し、地震発生時に沿道建築物等の倒壊により当該路線が閉塞す

ることを防止するため、必要な支援策を講じるとともに、対象建築物等の所有者から

耐震診断結果の報告を受け、その内容を公表し、必要に応じて改修の指導・助言、指

示等を行う。 

(8) 市は、道路利用者の安全確保を図るため、危険なブロック塀等の撤去に対する支援

を行う。 

 

第 2 建築物の安全性に関する指導等 

 市は、建築物及び工作物の安全性を高め、住民の生命を保護するため、建築物等の敷地、構造及

び設備について、建築基準法等に基づく指導及び助言を行う。 
 また、大阪府福祉のまちづくり条例等に基づき、不特定多数の人が利用する建築物等の福祉的整

備を促進する。 
 
 1  「災害危険区域」（高槻市建築基準法施行条例第 3 条第 1 項）の指定による、建築物の構造

制限等の推進 
 
 2  定期報告制度（建築基準法第 12 条の規定に基づく特殊建築物等の調査・検査報告）の推進 

特定行政庁（高槻市）は、建築基準法第 12 条の規定に基づく定期報告制度を活用して、一

定規模以上の多数の人が利用する建築物や建築設備の適切な維持保全の促進を図る。 
 

3  防災計画書の作成指導 
特定行政庁（高槻市）は、原則として高層建築物の新築に際し、出火防止・初期消火や避難

安全性の確保等の観点から建築物の計画条件に則した総合的な防災計画書の作成を指導する。 
 

4  屋上緊急離着陸場等の整備 
高さ 31 メートルを超える建築物で非常用エレベーターの設置を要する高層建築物及び高度

医療施設には、屋上緊急離着陸場又は緊急救助用スペースを設置するよう指導する。 
 
 5  都市施設の福祉的整備に関する協議・指導 
 
 6  液状化対策の指導 
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第 3 文化財                             〔資料編 資 108 頁〕 

 市は、文化財を災害から保護するため防災意識の高揚及び防災設備等の整備を図る。 
 

1  住民、文化財の所有者又は管理者等に対する防災意識の普及と啓発 

 
2  予防体制の確立及び防災設備の整備 

(1) 自衛組織の育成と訓練実施の指導に努める。 
(2) 消防用設備等の設置促進及び点検管理の指導に努める。 
(3) 建造物、美術工芸品保存施設の耐震化促進の指導に努める。 
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第 3節 水害予防対策の推進 

 
第 1 河川の改修 

1  河川の改修 

   市は、一級河川については、河川管理者に河川整備の推進を要望する。また、準用河川、普

通河川の改修については、概ね 10 年に一度の降雨（1 時間雨量 50mm 程度）に対応できるよう

整備を進め、治水機能を確保する。 
 

2  親しまれる河川への啓発活動 

   住宅密集地及び宅地内における浸水は水路等に廃棄されたゴミ等に起因することが多いた

め、市は、印刷物の配布その他必要な措置を講じ、住民の河川に対する意識高揚を図る。 
 
第 2 水害減災対策の推進 

1 洪水浸水想定区域内における減災対策 

(1) 洪水浸水想定区域の周知 

市は、洪水浸水想定区域の指定（※）があった場合は、当該浸水区域ごとに、洪水予

報の伝達、避難場所及び避難経路に関する事項、洪水に係る避難訓練に関する事項その

他の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定め、住民

の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう周知させるため、これらの事項を

記載した水害・土砂災害ハザードマップの配布その他必要な措置を講じる。 

加えて、浸水想定区域内の地下空間、アンダーパスなどの地下空間の浸水危険性につ

いても周知を図る。 

また、浸水想定区域内の事業者等に対しては、浸水防止や洪水時の従業員等の円滑か

つ迅速な避難の確保などが図られるよう浸水防止計画や避難確保計画、業務継続計画の

作成などに関する周知に努める。 

※浸水想定区域の指定 

河川名 指定年月日 対象降雨 

淀 川 

安 威 川 

芥 川 

檜 尾 川 

女 瀬 川 

水 無 瀬 川 

神 崎 川 

H29.6.14 

R2.3.25 

R2.3.25 

R2.3.25 

R2.3.25 

R2.3.25 

R2.1.31 

想定最大規模降雨 

(2) 要配慮者利用施設                      〔資料編 資 114 頁〕 
市は、水防法第 15 条の規定に基づき、浸水想定区域内にある要配慮者利用施設等で

洪水時に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることが必要な施設の名称及び所在

地を本計画に定め、市ホームページに掲載する。また、名称及び所在地を定められた

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、水防法第 15 条の 3 の規定に基づき、施設の

利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に

関する計画を作成するとともに、訓練を行わなければならない。また、施設の利用者
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の洪水時の避難の確保を行う自衛水防組織の設置に努めるものとし、作成した計画及

び自衛水防組織の構成員等について市長に報告する。なお、市及び府は、要配慮者利

用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、定期的に確認する

ように努める。 
(3) 洪水リスクの開示 

市長は、洪水予報河川等に指定されていない中小河川について、河川管理者から必

要な情報提供及び助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを公

表する。 

(4) 水害リスク等の周知 

水害に関する情報の伝達、避難所等に関する事項、その他円滑な警戒避難を確保す

るうえで必要な事項を記載した水害・土砂災害ハザードマップを配布する。また、配布

に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべき行動

や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに、安全な場所にいる人まで避難

所へ行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅も選択肢としてあること、

警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する情報の意味の

理解の促進に努める。 
 

2 水防と河川管理等の連携 

(1) 水防管理者及び河川管理者は、国や府が組織する複合的な災害にも多層的に備え、

社会全体で被害を防止・軽減させるためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に

推進することを目的とした淀川管内水害に強い地域づくり協議会及び三島地域水防

災連絡協議会等を活用し、国、河川管理者、水防管理者等の多様な関係者で、密接な

連携体制を構築する。 
(2) 水防管理者は、委任を受けた民間事業者が水防活動を円滑に実施できるよう、あら

かじめ、災害協定等の締結に努める。 

 
3 地盤沈下の予防対策 

府は、地下水の汲み上げによる土地の低下や堤防の沈下などの地盤沈下により台風や大雨に

よる災害が発生しないよう法律や条例により地下水の採取規制を行い、市は必要に応じて協力

する。 
 
4 避難勧告等判断・伝達マニュアルの見直し 

市は、水害等による災害実績や災害教訓及び各種ガイドラインなどの最新の知見に基づき、

避難勧告等判断・伝達マニュアルを適宜見直す。 

 
第 3 下水道の整備 

1  全体計画  

   集中豪雨を起因とする低地の浸水を防止するため、淀川右岸流域下水道及び安威川流域下水

道計画の進捗に合わせ、流域関連公共下水道により早急に雨水整備を進める。 
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2  流域下水道の幹線計画                     〔資料編 資102頁他〕 

   高槻島本幹線、高槻茨木幹線、摂津高槻幹線のそれぞれ汚水、雨水の幹線に公共下水道の汚

水、雨水幹線を接続させ、雨水は淀川及び安威川へ、処理汚水については高槻水みらいセンタ

ー放流幹線にて神崎川へ、中央水みらいセンターから安威川へ放流する。 
 

3  公共下水道における雨水整備                   〔資料編 資 102 頁〕 

   公共下水道計画の雨水整備については、概ね 10 年に一度の降雨（１時間雨量が 50mm 程度）

に対応できるよう整備を進める。 
    

4  総合雨水対策 

公共下水道の計画規模を超える集中豪雨等に対応するため、高槻市総合雨水対策基本方針に

基づき、浸水被害の軽減に努める。 

 

第 4 農地防災対策 

 市は、関係機関や管理者と協力して、水路の氾濫、ため池の決壊等による農地等の湛水被害を防

止するため農業用排水路の整備、ため池堤防の強化に努める。 
 

1 ため池防災対策                         〔資料編 資 111 頁〕 

(1) 概ね 200 年に一度発生する可能性のある降雨に対して、ため池の安全を保てるよう計

画的に改修を進める。 

(2) 想定される直下型地震、海溝型地震の地震動に対して、堤体が損傷を受けても決壊し

ないよう計画的に耐震整備を進める。 

(3) 危険箇所早期発見や適正な維持管理を進める。 

 

2 ため池の減災対策 

(1)  耐震性の調査・診断 

想定される大規模地震動に対する堤体の安全性について、計画的に調査・診断を進め

る。 

(2)  防災意識の向上と体制整備 

ハザード情報の伝達・連絡体制整備を進める。 

(3) ため池ハザードマップの周知 

ため池が決壊した場合を想定し、防災上重要なため池について、住民が円滑に避難行

動を行うことが出来るようため池ハザードマップの周知に努める。 

 

3  農地関係湛水防除 

農業用排水路、排水施設等の改修・延命化を進める。 
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第 4節 土砂災害予防対策の推進 

 
第 1 土砂災害警戒区域等における防災対策            〔資料編 資 127 頁他〕 

 
1 土砂災害防止法による区域指定                         

土砂災害警戒区域   475 箇所（急傾斜地崩壊 371 箇所・土石流 102 箇所・地すべり 2箇所） 

土砂災害特別警戒区域 426 箇所（急傾斜地崩壊 365 箇所・土石流 61 箇所・地すべり 0箇所） 

 

2 予防対策 

市は、関係機関と協力して、定期的なパトロールによって実態を把握し、土砂災害警戒区域等

については、予防措置の指導等、防災体制の整備を図る。また、防災活動や避難勧告等の災害予

防対応を適切に実施できるよう、土砂災害警戒情報の収集・伝達体制の強化に努める。特に市北

部の中山間地域（樫田、川久保、萩谷）については、災害時の孤立対策や避難者輸送支援等の対

策に努める。 

 

3 警戒避難体制の整備 

市は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第 8条及び第 8条の

2 の規定に基づき警戒避難体制の整備を行う。 
(1) 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報・警報の発表及び伝達に関する事項

について、避難勧告等判断・伝達マニュアルにて定める。また、土砂災害等による災

害実績や災害教訓及び各種ガイドラインなどの最新の知見に基づき、避難勧告等判

断・伝達マニュアルを適宜見直す。 

(2) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項について、水

害・土砂災害ハザードマップや地域版ハザードマップを活用し地域と連携しながら定

める。 

(3) 土砂災害に係る避難訓練を行う。 

(4) 土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設で、施設を利用している者の円滑かつ迅

速な避難を確保する必要がある施設の名称及び所在地を本計画に定め、市ホームペー

ジに掲載する。 

(5) 名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協

力を得て、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、避難の確保を図るための

施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項等を定めた避難確保計画を作

成する。また、作成した計画は市長に報告するとともに、当該計画に基づき、避難誘

導等の訓練を実施する。 
なお、市及び府は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等

について、定期的に確認するように努める。 

(6) 土砂災害に関する情報の伝達、避難所等に関する事項、その他円滑な警戒避難を確保

するうえで必要な事項を記載した水害・土砂災害ハザードマップを配布する。また、

配布に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等を考慮したうえでとるべ

き行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに、安全な場所にいる人

まで避難所へ行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅も選択肢として

あること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に関する
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情報の意味の理解の促進に努める。 
 
第 2 山地災害対策                        〔資料編 資 126 頁他〕 

 市は、関係機関と協力し、山腹の崩壊、崩壊土砂の流出を防止するため、「山腹崩壊危険地区」

を把握するとともに、山地災害に関する行動マニュアル・パンフレット等を配布するなど、住民へ

の周知に努める。また、保安林に指定された森林等において府の治山対策が円滑に実施できるよう

住民等との連携を図る。 
 
第 3 宅地防災対策                        〔資料編 資 138 頁〕 

1 宅地造成工事規制区域において、開発事業者に対して、宅地造成工事に関する技術基準に適

合するよう指導するとともに、必要に応じて監督処分を行う。 

 
2  宅地の災害発生を未然に防止するため、宅地防災パトロールを実施し、危険な宅地について

は防災措置を指導する。 

 
3  大規模盛土造成地の位置や規模を示した、大規模盛土造成地マップを公表し、住民の防災意

識を高め、宅地の耐震化を実施するよう努める。また、滑動崩落のおそれが大きく、かつ宅地

の災害で相当数の居住者その他の者に危害を生じるおそれが大きいと判断するものについて、

「造成宅地防災区域」の指定等の検討を行う。 

市は、府が公表している液状化発生の危険性を示した液状化ハザードマップを周知・啓発し、

府は、これについての国からの情報収集等を行う。 
 
第 4 道路防災対策 

市は、府が指定する土砂災害のおそれのある道路に関する事前通行規制区間及び通行規制基準等

を把握し、府道路管理者とも協力し危険防止に努める。 
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第 5節 火災予防対策の推進 

 
 市は、市街地、林野等における火災の発生を防止するとともに、延焼の拡大を防止するため、火

災予防対策の推進に努める。 
 
第 1 建築物等の火災予防 

 一般建築物、高層建築物、地下街における出火防止及び初期消火の徹底を図る。 
また、市は、消防法改正（平成 19 年 6 月）に伴い、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨

店等の建築物で多数の者が出入りするものであり、かつ、大規模なものについては、火災予防だ

けでなく地震等による被害軽減の観点から、自衛消防組織を設置するとともに、防災管理者を定

め、地震被害等に対応した消防計画を作成するなど、所有者等に対し、地震その他の災害に係る

被害軽減のための措置を講ずるよう指導する。 

 
1  一般建築物（住宅を含む。） 

(1) 火災予防査察の強化 
     ① 当該区域内の一般建築物について、消防法第 4条及び第 4条の 2の規定に基づく予

防査察を実施し、火災発生の危険箇所を点検するとともに、消防用設備等の耐震性の

強化等について、改善指導する。 
     ② 危険物施設等についても同様な火災発生の危険箇所を点検するとともに、危険物施

設の耐震性の強化を図るように指導する。 
(2) 防火管理及び防災管理制度の推進 

      一般建築物の所有者、管理者、占有者（以下「所有者等」という。）に対し、消防法

第 8 条及び第 36 条の規定に基づく防火・防災管理者を活用し、防火・防災管理上必要

な業務を適切に実施するよう指導する。 
     ① 消防計画の作成 
     ② 消防計画に基づく消火通報及び避難訓練の実施 
     ③ 消防用設備等の設置、点検整備及び維持管理 
     ④ 避難防火上必要な施設の点検整備及び維持管理 
     ⑤ 火気取り扱いの指導監督、収容人員の管理など 

(3) 防火対象物定期点検報告制度及び防災管理点検報告制度の推進 
      防火対象物定期点検報告制度及び防災管理点検報告制度に該当する対象物の関係者

に対して、防火・防災に対する認識を高めるとともに、防火・防災管理基準適合への取

組みを推進する。 
(4) 住民、事業所に対する指導、啓発 

     ① 住民、事業所に対して、火気取扱器具・電気器具の転倒落下防止等の安全措置を講

じるとともに、安全装置付ストーブ等の普及を図る。 
     ② 住民、事業所に対して、火気使用場所及びその周辺の不燃化・難燃化の普及・促進

を図る。 
     ③ 消火器の使用取り扱いの方法など各種訓練を実施し、地域の防火意識の高揚啓発を

図る。 
④ 地震、台風などの自然災害による停電発生時に懸念される通電火災の対策について、

住民への周知及び注意喚起を図る。 
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2  高層建築物、地下街 

   高層建築物、地下街については、前項の事項の徹底のほか、消防法第 8条の 2の規定に基づ

く統括防火管理者を活用し、防火対象物全体の消防計画の作成や防炎規制など、所有者等に対

する火災の未然防止を指導する。 
(1) 対象施設 

     ① 高層建築物 
       高さ 31ｍを超える建築物 
     ② 地下街 
       地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して

地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの、及びこれに類するも

の 
(2) 統括防火管理制度の推進 

      高層建築物及び地下街の管理について権原を有している者に対し、消防法第 8 条の 2

の規定に基づく統括防火管理者を活用し、建物全体の防火管理上必要な業務を適切に実

施するよう指導する。 
① 防火対象物全体についての消防計画の作成 
② 消防計画に基づく消火通報及び避難訓練の実施 
③ 防火対象物の廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設の管理など 
④ 防火管理者に対する必要措置の指導など 

(3) 防炎規制 
高層建築物、地下街において使用する防炎対象物品については、防炎性能を有するも

のを使用するよう指導する。 
(4) 地下街の防火・安全対策 

地下街の新設に際し、建築基準法・消防法等によるほか、「地下街の取扱いについて」

－（昭和 48 年 7 月 31 日建設省通達）等に基づき、地下街連絡協議会を設置するなど、

防火・安全対策の確保、指導を行う。 
 
第 2 林野火災予防 

 市及び林野の管理者は、林野周辺地区住民の安全を確保するとともに、森林資源を保全するため、

積極的な火災予防対策を推進する。 
 

1  監視体制等の強化 

(1) 住民、事業所に対する啓発 
(2) 火災発生危険期における巡視の実施 
(3) 林道・ハイキングコース周辺に火災防止啓発立看板の設置 
(4) 森林法に基づく火入れの許可 

 
2  林野火災対策用資機材の整備 

消防力強化のため、小型動力ポンプ、消火水嚢、チェンソー等の防御資機材の整備と備蓄を

推進する。 
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第 6節 危険物等災害予防対策の推進 

 
第 1 危険物災害予防対策                    〔資料編 資 144 頁他〕 

 市は、消防法をはじめとする関係法令に基づく立入検査の実施により、法令上の技術基準の遵守

徹底を図るとともに、危険物施設における自主保安体制の確立並びに保安意識の高揚を図る。 
事業者は、危険物等関係施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性並

びに被害想定の確認を行うとともに、確認の結果、風水害等により危険物等災害の拡大が想定され

る場合は、防災のため必要な措置の検討や、応急対策にかかる計画の作成等の実施に努める。 
 

1  立入検査の実施 

(1) 危険物施設について、その位置・構造・設備及び管理の状況が関係法令に適合し、

火災予防上危険がないかを検査するとともに、不備欠陥事項については、是正指導を

行い、早期改善を図る。 
(2) 危険物施設内の危険物の取扱いについては、危険物取扱者が自ら行い、それ以外の

者の場合には、資格を持った者の立ち会いを徹底させる。 
(3) 危険物の運搬中の事故による火災等の発生を未然に防止するため、危険物を移送す

るローリー車及び危険物を運搬する貨物自動車の一斉取締りを関係機関と共に実施

する。 
 

2  指導 

(1) 危険物施設の規模と実態に応じて、火災及びその他の災害発生予防のため、予防規

程（災害予防計画）の作成を指導する。 
(2) 危険物施設の位置・構造・設備の技術基準の適合はもちろん、その維持管理及び貯

蔵取扱基準の遵守並びに静電気対策・異常反応の未然防止・耐震措置等について指導

する。 
(3) 危険物施設の定期点検を実施し、点検記録を作成保存するとともに、始業点検・終

業点検等の自主点検の実施を指導する。 
(4) 災害発生時における災害の拡大防止のための施設、設備の整備及び緊急措置要領の

策定など、当該危険物施設の実態に応じて必要な措置を講ずるよう指導する。 

 

3  自主保安体制の確立 

(1) 危険物施設の規模と実態に応じて、自衛消防組織の設置を指導し、危険物災害の予

防と災害発生時の初期における防御活動の円滑化を図ることにより危険物災害を防

除する。 
(2) 危険物施設内における工事中の安全管理マニュアルの策定を図るとともに、工事作

業員や従業員に対して周知徹底を図る。 
(3) 隣接する事業所間において自衛消防隊の相互応援体制の促進を図り、自衛消防力を

強化する。 
(4) 危険物施設において爆発・火災・漏洩等が発生した場合に備えて、緊急措置マニュ

アルの作成を図り、従業員等に周知徹底を図る。 
(5) 危険物施設事業所等に対して、保安教育・消火訓練等の実施手法について指導する。 
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4  啓発 

   危険物にかかる災害を未然に防止し、危険物の安全な管理を行うため、危険物取扱者・危険

物保安監督者等に対して適宜視聴覚を用い研修会・講習会を実施するとともに、危険物安全月

間を中心として各関係者に各種の啓発事業を推進する。 
 

5  警防対策 

   大量に貯蔵し、取り扱う危険物施設の実態調査を実施し、その実情の把握に努めるとともに、

科学的根拠によって消防計画を樹立する。また、それに基づく消防訓練を実施し、有事即応の

対策を確立する。 
 
第 2 高圧ガス・火薬類・毒物劇物災害予防対策         〔資料編 資 144 頁他〕 

 市は、事業所等における自主保安体制の確立、保安意識の高揚を図る。 
 

1  設備等の取扱管理の推進 

   高槻市火災予防条例に基づいて、火気使用設備・電気設備等の位置・構造・設備及び火気使

用器具の取扱管理を推進し、また、高圧ガス・火薬類・毒物劇物等の貯蔵取扱届出を促進し、

その対策を検討する。 
 

2  指導 

(1) 建築同意の段階において、防火上の欠陥、消防活動の場合に予想される障害を除く

よう指導する。また、消防用設備等の設置を適正に指導し、初期消火体制の確立を図

る。 
(2) 消防法第 8 条及び第 36 条の規定に基づき消防計画の作成について、防火対象物の

実態と高圧ガス・火薬類・毒物劇物等の量及び危険性を考慮した指導を行う。 
(3) 自衛消防隊の訓練指導を実施し、その育成を図る。 

 
3  啓発 

   事業所等における自主保安体制の確立、関係者の保安意識の高揚を図る。 
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第 7節 放射線災害予防対策 

 
 放射性物質を取り扱う事業所、施設及び輸送事業所（以下この節において「事業所等」という｡ ）
は、関係法令を遵守するとともに、放射線災害が発生すると住民への影響が極めて大きいことから、

災害防止に万全を期す。 
 また、市は、関係機関及び事業所等と充分連携をとり、住民の安全確保のための予防対策に努め

る。 
 
第 1 放射線災害予防対策の推進 

1  放射性物質を取り扱う事業所等との協議 

   市は、放射性物質を取り扱う事業所等と放射線災害の予防及び災害に係る被害を軽減するた

め、あらかじめ安全確保に関する協議を行う。 
 

2  予防対策 

(1) 放射性物質を取り扱う事業所等の対策 
     ① 放射性物質を取り扱う事業所等の対策 
      ア 放射性物質を取り扱う事業所等は、施設の位置、構造及び設備の状況並びにその

使用状況に応じ、おおむね次に掲げる事項について災害予防計画を策定し、推進す

る。 

       (ア)  施設の耐震、不燃化対策の推進に関すること。 

       (イ)  施設・機器類及び資機材等の整備、点検及び確認に関すること。 

       (ウ)  従業員に対する防災教育・訓練に関すること。 

       (エ)  災害発生時における通報、消火、救助救急及び避難対策等に関すること。 

       (オ)  放射線被ばくの予防対策の促進に関すること。 

       (カ)  自衛消防・防災体制の編成及び充実強化に関すること。 

      イ 放射性物質を取り扱う事業所等は、放射線量の測定を行い、常に放射線レベルを

把握しておく。 

     ② 市の対策 

      ア 防災業務関係者に対し、次に掲げる事項について教育を行う。 

       (ア)  放射線防護に関すること。 

       (イ)  放射線及び放射性物質の測定方法並びに防災対策に必要な設備・機器に関す

ること。 

      イ 市単独又は防災関係機関等と共同して、適宜防災訓練を行う。 
      ウ 迅速・的確な応急対策の実施及び防災業務関係者の安全確保を図るため、次に掲

げる事項について整備を行う。 
       (ア) 放射線測定機器類の整備等、平時及び緊急時における放射線量等放射性物質

に関する情報把握体制に関すること。 
       (イ) 防護資機材の整備に関すること。 
        ●防災業務関係者に対する個人被ばく線量測定用具 
        ●区域の放射線測定用具 
        ●被ばくを低減するための防護資機材 
       (ウ) 防災対策資料の整備に関すること。 
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        ●防災上重要な施設の分布 
        ●その他周辺地域の防災対策上必要な資料 
      エ 住民啓発 
        住民が正しい知識を得られるよう、関係機関と連携し、機会あるごとに普及啓発

活動を実施する。 
(2) 放射性物質輸送時における対策 

      ア 事業所等は、放射性物質の輸送にあたっては、法律等で定められたそれぞれの安

全基準によるほか、確認及び届出等の安全規制を遵守するとともに、前記(1)に準

じ予防対策を実施する。 

      イ 事業所等は、放射線災害発生時又は発生するおそれがある場合における連絡体制

を整備しておくこと。 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

〔 第 2 編 災害予防対策 〕 
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第 1節 総合的防災体制の整備 

 
市及び防災関係機関は、組織動員体制及び防災拠点の整備を図るとともに、防災資機材の備蓄、

訓練や研修の実施などを通じて、相互に連携しながら総合的な防災体制を確立する。 
市、国、府及びライフライン事業者は、発災後の円滑な応急対応、復旧、復興のため、災害対応

経験者など、災害時に活用できる人材を確保し、即応できる体制の整備に努める。また、市及び府

は、退職者の活用や、民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努め

る。 
 
第 1 中枢組織体制の整備 

1  組織体制の整備 

(1) 災害対策本部                      〔資料編 資 41 頁他〕 

      大規模な災害（本市域で震度 5弱以上を観測した場合を含む）が発生し、又は発生の

おそれがあるとき、その他市長が必要と認めたときにおいて、災害予防及び災害応急対

策を実施するため設置する。       
      なお、災害対策本部は、本庁舎内に設置する。 

(2) 情報収集体制 
      本市域で震度 4を観測した場合又は、防災関係機関より、災害の発生につながる気象

予警報等を受け、市長が必要と認めるとき、各対策部の担当職員を配備する。 
(3) 平時の防災体制                    〔資料編 資 47 頁〕 

      平時から防災対策を推進するため各対策部庶務担当課長会議を設置し、随時に開催し

防災体制の向上を図る。 
(4) 災害対策部室の設置 

大規模な災害時には、各対策部内の災害に係る情報を統括し、災害対策本部会議を補

佐するとともに、会議での決定事項等を対策部間で調整するため、各対策部内の職員を

もって構成する災害対策部室を必要に応じて設置する。 
(5) その他部局横断的な組織の設置 

大規模な災害時には、被災者支援や災害応急・復旧業務を行うため、関係する対策

部の職員をもって構成する部局横断的な組織を設置する。 
 

2  動員体制の整備 

(1) 職員の配備基準                     〔資料編 資 43 頁他〕 
市長は必要に応じ、次の体制・配備を指令する。 

     ① 地震の場合 

配備区分 配備基準 
配備 
方法 

配備職員 

情報収集体制 
本市域で震度４を観測したとき 

事前 
指定 

ア 本部事務局、復旧部、消火・

救助部の一部 
イ 警戒体制関連部長 

南海トラフ地震臨時情報（調査中）

が発表されたとき 
事前 
指定 

本部事務局の一部 
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南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

注意）が発表されたとき 
  

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震

警戒）が発表されたとき 
 

ア 本部事務局の一部 
イ 警戒体制関連部長 

警戒体制 地震時は設置しない 

災害対策本部 

第１次防災体制 

ア 本市域で震度５弱を観測した

とき 

イ それ未満の震度で被害が発生

したとき 

ウ 南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）が発表され、警戒体制

関連部長会議で必要と認められ

たとき 

事前 

指定 

ア 全ての対策部（１／４） 

イ 方面隊長、副隊長、班長 

指示 
被害状況に応じて指示する職員 

（事前指定に加え１／４） 

災害対策本部 

第２次防災体制 

本市域で震度５強以上を観測し

たとき 

自動 

参集 
全職員 

（再任用短時間職員を含む） 
市内全域で被害が発生したとき 指示 

     ② 風水害の場合 

配備区分 配備基準 
配備 

方法 
配備職員 

情報収集体制 
市所管雨量・水位観測所において基

準値を超過した場合 

事前 

指定 

本部事務局、復旧部、消火・救

助部の一部 

警戒体制 

ア 気象警報の発表 

イ 台風が近畿地方を通過若しく 

は通過の予測がある場合 

事前 

指定 
警戒体制関連部の一部 

災害対策本部 

第１次防災体制 

ア 河川の水位が上昇し、避難判断

水位など基準水位の超過が見込

まれる場合 

イ 土砂災害警戒準備情報の発表、

かつ各観測所のティーセンエリ

ア内における雨量判定図で３時

間以内に土砂災害発生基準線を

超過し、降雨が継続すると予想さ

れる場合 

ウ 土砂災害警戒情報の発表 

エ 特別警報の発表 

事前 

指定 

ア 全ての対策部（若干名） 

イ 避難勧告等判断・伝達マニ

ュアルにおいて定める方面隊

（ただし、台風等初期避難場

所開設時は第２方面隊） 

指示 
被害状況等に応じて指示する職

員 

災害対策本部 

第２次防災体制 

ア 淀川の水位が上昇し氾濫危険

水位を超過した場合 

イ 土砂災害、中小河川の氾濫など

市内全域で被害が発生している

場合 

指示 
全職員 

（再任用短時間職員を含む） 
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(2) 組織動員体制の整備 
      災害時に応急対策活動を迅速かつ的確に実施できるよう体制の整備を図る。 
     ① 各対策部は、公共交通機関を利用できない際の職員の通勤手段と時間、参集可能な

人員の把握に努める。 
② 勤務時間外の災害発生時において、災害対策本部が発足するまでの間は、消防本部

指令調査室又は参集した災害対策本部事務局（総務部危機管理室）が府及び防災関係

機関との連絡調整を行う。 
③ 長期に及ぶ災害対策が必要なときは、過度な長時間労働とならないよう勤務時間の

取り扱いに留意するとともに、行政実務に精通した退職職員等と協同して応急・復旧

対策に対処する体制を整備する。 
④ 避難所開設が長期間となる場合や、台風等初期開設時の初動配備を行うため、通常

の方面隊に加え第２方面隊の編成・名簿作成を行い、持続的な避難所運営体制を確保

する。 
⑤ 災害対策本部事務局の拠点の設置や防災関係機関の現地情報連絡員を含めた情報

共有の仕組みを構築する等、運営方法の整備に努める。 
(3) 府現地災害対策本部との連携 

府が現地災害対策本部を設置した場合、市は速やかに連絡調整の窓口を設置し連携

を図る。 
 

3  防災関係機関の組織体制の整備 

   災害時における各防災関係機関と迅速かつ的確に連携が図れるよう防災関係事務又は業務

を把握するとともに平時から顔の見える関係を構築する。 
   また、市と府は、災害情報を一元的に把握し、共有することができる体制のもと、適切な対

応がとれるように努める。 
 
第 2 防災拠点の確保・充実                     〔資料編 資 48 頁〕 

 市は、応援部隊の受入れ及び活動拠点、備蓄拠点、物資輸送拠点として、種別に応じ活用できる

防災拠点を確保する。 
 また、発災時に速やかな体制をとれるように、非構造部材を含む耐震化を推進する等、防災拠点

機能等の確保、充実を図るとともに、大規模災害時において適切な災害応急活動が実施できるよう、

活動拠点及び備蓄拠点を計画的に整備する。 
 
第 3 防災資機材等の備蓄                    〔資料編 資 97 頁他〕 

 応急対策及び応急復旧に必要な人材の確保、装備・資機材等の計画的な整備、備蓄に努める。特

に、指定避難所においては不特定多数の避難者が避難生活を営むことになるため、緊急時に必要な

生活必需品を備蓄する。また、救助・救護活動に必要な資機材も備蓄する。 
 
 

1  生活必需品 

   避難に際しては、最低限の食料備蓄や衛生用品、下着類、お薬手帳などを個人の責任で確保

することを平時から周知徹底しておく。アルファ化米・毛布等は総合センター、古曽部防災公

園、安満遺跡公園、障がい福祉課倉庫（旧かしのき園）、消防磐手分署地下倉庫及び 59 の小・

中学校等に分散して備蓄する。 
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また、流通在庫の備蓄対策として、民間事業者等と「災害時における応急物資の供給に関す

る協定」を締結し、災害時における食料を確保する。 
   

2  防災資機材の配備 

   総合センター、古曽部防災公園、障がい福祉課倉庫（旧かしのき園）、消防磐手分署地下倉

庫及び 59 の小・中学校等の空教室やプレハブ倉庫等に分散して配備する。品目については、

必要に応じて増減する。 
 

3 水防に関する防災資機材の配備                〔資料編 資 113 頁他〕 

市及び淀川右岸水防事務組合は、各水防倉庫に水防資機材を配備する。 
 

4 資機材等の備蓄及び技術者等の把握 

装備・資機材等の充実に努めるとともに、関係団体との連携により資機材・技術者等の確保

に努める。 
また、大規模事故災害に対応するため、消火薬剤等の備蓄に努める。 

 
5 資機材等の点検 

備蓄、保有する装備・資機材は、随時点検及び補充交換を行い、保全に万全を期する。 
 

6 データの保全 

戸籍、住民基本台帳、地籍、建築物、権利関係書類及び測量図、構造図等の復旧に必要な各

種データを整備、保管する。特に、データ及びコンピューターシステムのバックアップ体制に

万全を期する。 
 
第 4 防災訓練の実施 

 市及び防災関係機関は、災害時における被害を最小限に留めることと、防災活動を迅速かつ確実

に実施することを目的に相互に連携し、訓練を実施する。 
 なお、実施にあたっては避難行動要支援者や女性の参画を含め多くの住民に参加を呼びかけると

ともに、地域住民や企業等で自主的な防災等の訓練を行うよう要請する。 
 訓練は被害想定を明確にし、実践的な内容とするとともに、事後評価を行い、防災体制の充実を

図る。 
 

1  訓練内容 

(1) 防災関係機関の訓練 
     ●災害対策本部設置訓練 
     ●地震情報及び災害対策情報の収集、伝達訓練 
     ●住民への広報訓練 
     ●避難誘導訓練 
     ●交通途絶による避難誘導訓練 
     ●消火訓練 
     ●人命救助訓練 
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     ●医療・救護訓練 
     ●負傷者搬送訓練 
     ●方面隊配置訓練 
     ●応急給水訓練 
     ●避難所開設訓練 
     ●被害調査訓練 
     ●緊急物資等輸送・配布訓練 
     ●救護受入れ訓練 
     ●炊き出し訓練 
     ●応急復旧訓練（電気、ガス、水道、電話） 
     ●その他 

(2) 住民の訓練 
     ●情報収集伝達訓練 
     ●緊急避難訓練 
     ●広域避難地及び準広域避難地への避難訓練 
     ●避難所への避難訓練 
     ●初期消火訓練 
     ●人命救助訓練 
     ●応急救護訓練 
     ●負傷者搬送訓練 
     ●炊き出し訓練 
     ●避難所運営訓練 
     ●その他 
 

2  訓練の方法 

(1) 緊急参集情報伝達訓練 
速やかな災害対応を図るため、職員への緊急参集情報等の伝達訓練を行う。訓練に

あたっては、伝達方法や内容も考慮して実施する。 
(2) 図上訓練 

災害の状況を机上において想定し、図面上での災害訓練を行う。災害の程度、時間、

被害の場所等多種多様な設定が可能であり、設定されたそれぞれの災害状況に対し、

被害シミュレーションを行いながら災害対策をたてる。 
この訓練を実地訓練につなげる。 

(3) 実地訓練 
図上訓練で想定した災害対策を具体的に実施・検証するため、市域を越えた広域訓

練、防災関係機関が参加する大規模な訓練、地域住民組織と連携した市民避難訓練等

を計画的に実施する。 
 
第 5 人材の育成 

1  職員に対する防災教育 

   職員に対し、災害時における適正な判断力を養い、各従事者の安全確保や各対策部における

防災活動の円滑な実施を期すため、防災教育の普及徹底を図る。 
(1) 教育の方法 
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     ① 講習会、研修会等の実施 
     ② 見学、現地調査等の実施 

③ 災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理した応急活動のためのマニュアル等

の作成、周知 
④ 国や府が実施する市幹部職員等を対象とした研修会等への参加 

(2) 教育の内容 
     ① 高槻市地域防災計画及びこれに伴う各機関の防災体制と各自の任務分担 
     ② 緊急参集情報等の連絡体制 
     ③ 地震災害・風水害・土砂災害・竜巻等の特性 
     ④ 過去の主な被害事例 
     ⑤ 防災知識と技術（基本的な防災用資機材の操作方法等） 
     ⑥ 防災関係法令の運用 
     ⑦ 図上訓練の実施 
     ⑧ 体調管理や災害現場での安全確保に関する知識 
     ⑨ BCP（業務継続計画）の確認等 
     ⑩ 職員自身による食料・飲料水の確保等 
     ⑪ その他、必要な事項 
 
第 6 防災に関する調査研究の推進 

 市及び防災関係機関は、災害の未然防止と被害の軽減を図り、かつ総合的、計画的な防災対策を

推進するため、国及び府の防災計画に留意しながら、災害要因、被害想定及び防災体制等について、

調査研究を継続的に実施するとともに情報通信技術の発達を踏まえ、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコン

ピューティング技術、ＳＮＳなど、ＩＣＴの防災施策への積極的な活用に努める。 
 
第 7 広域防災体制の整備 

市及び防災関係機関は、平時から、大規模災害を視野に入れ、実効性の確保に留意しながら、他

の市町村の応援活動等広域的な視点に立った防災体制の整備を図るとともに、応援を要請する際に

備え、円滑な受入れ体制の整備を図る。 
また、近畿地方整備局が整備を進める基幹的広域防災拠点（堺市）は、府県域をまたがる大規模

災害の際に緊急物資輸送拠点となるため、その整備状況に合わせ、市は、府と連携し、広域防災体

制の整備に努める。 
 
第 8 自衛隊の災害派遣に対する連携体制の整備 

 市及び防災関係機関は、大規模災害時に備え、自衛隊と相互に有機的な連携を保ち効率的に機能

できるよう、平時から連絡体制の強化や派遣要請手続きの明確化など、連携体制を整備する。 
 
第 9 自治体被災による行政機能の低下等への対策 

 市は、大規模災害によって、自らが被災することで行政機能が大幅に低下し、災害対応が困難

となることを視野に入れて、必要な体制を整備する。 

 

1 市のＢＣＰ（業務継続計画）の運用 

   南海トラフ地震や有馬高槻断層帯地震等の大規模地震や大阪府北部地震等の中規模地震が

発生した場合、市庁舎（建物・ライフライン等）や職員等も甚大な被害を受けることが想定さ
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れる。 
   そのような状況に陥った場合でも、災害応急対策業務に万全を尽くすとともに、住民生活に

直結する業務等について、できる限り継続的に実施することが必要であり、また、やむを得ず

中断を余儀なくされた場合においても速やかに復旧するため、市は、ＢＣＰ（業務継続計画）

に基づき、以下の方針により業務継続体制の向上を図る。 
(1)  大規模地震及び中規模地震での被害を最小限に留めるため、地域防災計画に定めら

れた災害応急対策業務に万全を尽くす。 

(2)  市の行政機能が一部停止することによる市民生活や経済活動等への支障を最小限

に留めるため、市長不在時の明確な代行順位、本庁舎が使用できなくなった場合の代

替庁舎の特定、自ら保有するコンピューターシステムや重要な行政データのバックア

ップ対策を講じるとともに、中断が許されない通常業務の継続・早期再開に努める。 

(3)  災害応急対策業務及び中断が許されない通常業務（非常時優先業務）の整理を行う

とともに、その業務の継続を図るため、早期参集等により必要な要員を確保するとと

もに、執務室をはじめ、電気・水・食料や災害時にもつながりやすい多様な通信手段

等にかかる業務資源の確保に努める。 

(4)  定期的な教育・訓練・点検等の実施、訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に

応じた体制の見直し、計画の改訂などを行う。 

 

2 市の体制 

(1) 被災者支援システムの運用 

市は、被災者台帳の作成や罹災証明書の発行、安否情報の把握などが迅速に図られ

るよう、被災者支援システムを運用する。 

(2) 業務継続の体制整備 

市は、業務継続計画において明らかとなった課題への対策の推進に努めるなど、自

らの業務継続のための体制整備を行う。 

(3) 災害タイムラインの活用 

水害時の対応について、迅速で的確な防災行動を取るために定めた災害タイムライ

ンを活用する。 

(4) 相互応援体制の強化 

市は、災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に他の地方公共団体

からの物資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やかに災害対

応を実施できるよう、相互応援協定の締結など、府外も含めた市町村間の相互応援体

制の強化に努める。 

 

3 応援・受援体制の整備 

   市は受援計画に基づき、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の自治体等から応

援を受けることができるよう、受援に関する手順、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・

配置体制、資機材等の準備、輸送体制等について必要な準備を整える。また、訓練等を通じ

て総務省による被災市区町村応援職員確保システム（災害マネジメント総括支援員及び災害

マネジメント総括支援員の補佐を行う災害マネジメント支援員による支援を含む。）を活用し

た応援職員の受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努め

る。 
(1) 受援計画の目的 
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支援を要する業務や受入れ体制などを定め、災害時に自らの行政機能だけでは対

応できない事態に他の自治体等、多方面からの支援を最大限活かすことを目的とす

る。 
(2) 計画に定める主な内容 

ア  組織体制の整備 
イ  他の自治体等への人的応援の要請・応援人員の受入れ 
ウ  人的応援に係る担当部局との調整 
エ  全国の自治体等に対する物的応援の要請・応援物資の受入れ 
オ  人的・物的資源の管理及び活用 
カ 庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定 
キ 応援職員等の執務スペースの確保 

 

第 10 事業者、ボランティアとの連携 

 市は、企業等との間で連携強化を進め、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情

報の整理、支援物資の管理・輸送等）については、あらかじめ、民間事業者との間で協定を締結

するなど、協力体制を構築することにより、民間事業者のノウハウや能力等を活用しながら、災

害発生時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるように努めるものとし、協定締結

などの連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、

実効性の確保に留意する。特に燃料については、あらかじめ、燃料販売業者と燃料の優先供給に

ついて協定の締結を推進するとともに、平時から受注機会の増大などに配慮するように努める。

市及び府は、随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう、建設業団体等との災害

協定の締結を推進するものとし、国も含めて災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の

担い手の確保・育成に取り組むよう努める。また、市は、輸送拠点として活用可能な民間事業者

が管理する施設の把握に努める。 
 また、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性を踏まえ、その自主

性を尊重しつつ、災害対策全般において、ボランティア団体等と連携した取組みが行えるよう、

ボランティアの活動環境の整備、ミスマッチ解消に向けたコーディネート、防災協定の締結等に

努める。 
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第 2節 情報収集伝達体制の整備 

 
 市及び防災関係機関は、災害時の被害情報を迅速に収集するとともに、相互の情報連絡が円滑に

行えるよう、情報収集伝達体制の確立を図る。また、地震等観測体制の整備を進める。 
 さらに、全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）より得た災害情報等を、瞬時に伝達するシス

テムを整備する。 
 
第 1 災害情報収集伝達システムの基盤整備            〔資料編 資 54 頁他〕 

市及び防災関係機関は、無線通信網の多重化対策、施設設備の耐震化対策及び停電対策を一層

強化するとともに、相互に連携して防災情報システムの構築に努める。特に、地域衛星ネットワ

ーク等の耐災害性に優れている衛星系ネットワークについて、国（消防庁）、府、市等を通じた一

体的な整備を図る。また、電気通信回線は、災害時の使用を考慮し、十分な回線容量を確保する。 
市は、被災者等への情報伝達手段として、特に高槻市防災行政無線等の無線系（戸別受信機を含

む。）の活用を図るとともに、インターネット配信や携帯電話の活用も含め、要配慮者にも配慮し

た多様な情報伝達手段の整備に努める。 
 

1  無線通信施設の整備 

(1) 高槻市防災行政無線 
            災害時の迅速かつ正確な被害状況の把握と伝達を図るため、防災行政無線を整備・活

用し、情報伝達体制を確立する。 
(2) 消防救急無線 

      災害時の迅速かつ正確な情報伝達や多機能通信を行うため、消防救急無線を整備・活

用し、情報伝達体制を確立する。 
(3) 消防無線・水道業務用無線・交通業務用無線 

            災害時、この無線を利用して、情報収集・伝達機能の強化を図る。  
(4) 大阪府防災行政無線・防災情報システム 

            災害時、この無線を利用した府との情報連絡により、防災関係機関との連携を図る。  
(5) 防災相互通信 

      災害時、防災関係機関との相互の情報交換により、応援体制等を円滑に実施する。  
 

2  有線通信連絡網の整備 

(1) 災害時優先電話の有効活用を図る。 
(2) 被災現場等との迅速な連絡のため、携帯電話・衛星通信の有効活用を図る。 
(3) 迅速な情報処理のため、「おおさか防災ネット」等インターネット網の活用を図る。 

 
3  次世代防災通信ネットワークの推進 

   情報通信や地理情報に関する技術革新の動向を注視し、情報収集伝達の高度化を図るため、

次世代防災通信ネットワークの構築を推進する。 
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第 2 情報収集伝達体制の強化 

 市及び防災関係機関は、被害情報の収集体制の整備、伝達窓口の明確化に努めるとともに、様々

な環境下にある住民や職員に対し、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、全国瞬時警報システム

（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、Ｌアラート（災害情報共有

システム）、ポータルサイト（おおさか防災ネット）のウェブページやメール、ソーシャルネット

ワーキングサービス（ＳＮＳ）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ、フルセグ等

を用いた伝達手段の多重化・多様化を図り、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努める。

また、職員の情報分析力の向上を図るとともに、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活

動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため、最新の情報通信関連技術の導入に

努めるなど、情報収集伝達体制の強化や災害対策本部内の情報共有や情報伝達の仕組みを強化す

る。 
 市は、消防等防災関係機関との連携により、職員常駐体制又はその代替的な体制の整備に努め

る。 
 各対策部は、災害発生後、速やかに被害情報の収集を行い、災害対策本部に報告する。また、

防災関係機関やアマチュア無線クラブ等の協力のもと、被害状況の把握を行う。 
 伝達にあたっては、高槻市コミュニティ市民会議等の緊急連絡網を活用し、自主防災組織等と

連携をとりながら、防災無線、有線電話、ケーブルテレビ等多様な伝達手段を積極的に活用する。 
 
第 3 災害広報 

市及び府をはじめ防災関係機関は、相互に協議調整し、住民をはじめ、出勤及び帰宅困難者、訪

日外国人を含む観光客に対し、自らの判断で適切な行動がとれるよう、様々なツールを活用し、正

確かつきめ細かな情報を提供するよう努める。 
 

1  災害広報 

市及び府は、平時の広報手段を活用するほか、指定避難所への災害情報の掲示等、多様な方法に

より広報活動を実施する。 
また、緊急を要する場合は、報道機関を通じて緊急メッセージを発する。 
 

(1) 広報の内容 
ア 台風接近時の広報 

(ｱ) 台風についての情報（進路予想図、予報円等）や気象の状況 

(ｲ) 不要・不急の外出抑制の呼びかけ 
(ｳ) 鉄道等の交通機関の運行情報等 

イ 地震発生直後の広報 
(ｱ) 地震情報(震度、震源、地震活動等)・津波情報(津波の規模、到達予想時

刻等)・気象の状況 

(ｲ) 出火防止、初期消火の呼びかけ 
(ｳ) 要配慮者への支援の呼びかけ 
(ｴ) 規模の大きな地震が連続発生する危険性の注意喚起等 

ウ 風水害発生直後の広報 
(ｱ) 気象等の状況 

(ｲ) 要配慮者への支援の呼びかけ 
(ｳ) 土砂災害（二次的災害）の危険性等 



第 2 編 災害予防対策 
第 2 章  災害応急対策・復旧対策への備え 

第 2節 情報収集伝達体制の整備 

 - 57 - 

エ その後の広報 
(ｱ) 二次災害の危険性 

(ｲ) 被災状況とその後の見通し 
(ｳ) 被災者のために講じている施策 
(ｴ) ライフラインや交通施設等の復旧状況 
(ｵ) 医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンド等の生活関連情報 

(ｶ) 交通規制情報 

(ｷ) 義援物資等の取扱い等 

 

(2) 広報の方法 
ア 広報誌の内容変更・臨時発行 
イ 広報車による現場広報 
ウ 防災行政無線（同報系）による地区広報 
エ 指定避難所への職員の派遣、広報誌・チラシの掲示・配布 
オ 新聞、ラジオ、テレビ、ホームページ、ＳＮＳによる広報 
カ ケーブルテレビ等への情報提供 
キ 点字やファクシミリ等多様な手段の活用により、視覚障がい者、聴覚障がい者

等に配慮したきめ細かな広報 
ク 高槻市コミュニティ市民会議緊急連絡網等による災害情報の伝達 
 

2  広報体制の整備 

(1)  災害時の広報については、広報窓口の一元化を図り、災害情報の収集・総括・報告

にあたるとともに、円滑な災害広報に努める。 

(2) 災害広報は、発生後の時間経過に応じ、迅速かつ的確な情報提供を行う。 

(3) 広報文案を事前に準備するとともに、習熟に努める。 

(4) 防災行政無線による放送や自治会長との連携による地域住民への災害情報の伝達、

災害広報車両による災害情報の提供など、効率的・効果的な災害広報を行う。 

(5) 視覚障がい者及び聴覚障がい者に対しては、点字広報や手話等により情報提供を行

う。 

(6) 無線放送施設・関係資機材等の整備・充実を図る。 

(7) 防災情報を発信するため、市ホームページ等の防災情報の充実を図るとともに、ア

クセス集中により閲覧不能とならないようサーバーの性能向上やアクセス負荷の軽

減を図る。 

 

3  災害モード宣言 

学校や仕事などの日常生活の状態（モード）から、災害時の状態（モード）への意識の切り替え

を呼びかけるために府が発表する「災害モード宣言」に基づき、市は住民や事業者等に対し、市内

に広域的な大規模災害が発生もしくは迫っていることを知らせ、注意を呼びかける。 
 

(1) 発信の目安 
ア 台風 

気象台の予測で、「強い台風」以上相当が大阪府域に接近・上陸し、府域の陸

上で最大風速 30m/s 以上が見込まれる場合 
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イ 地震 
府域に震度 6 弱以上を観測した場合 

ウ その他自然災害等 
その他自然災害等により、府域が重大な危機事態となった場合又はおそれがあ

る場合 
 

(2) 発信の内容 
ア 台風 

(ｱ) 自分の身の安全確保 

(ｲ) 出勤・通学の抑制 

(ｳ) 市長の発令する避難情報への注意 
イ 地震 

(ｱ) 自分の身の安全確保 

(ｲ) 近所での助け合い 

(ｳ) むやみな移動の抑制 
(ｴ) 出勤・通学の抑制 

 
4  報道機関との連携協力 

   市は、必要に応じて災害時の情報を、原則、北摂記者クラブに対して情報提供を行う。ただ

し市民に危険が迫っている等、公益上早急に情報を周知する必要性がある場合は、適時報道機

関に情報提供を行う。また、報道機関からの問合せに対し、都度対応することが非効率となっ

た場合や、報道機関から会見の要望があった場合、災害対策本部会議等で対応を決定し会見を

行う。 
 

5  災害時の広聴体制の整備 

   住民等から寄せられる被害状況や応急対策状況等に関する問い合わせ、要望、意見等に対し

て適切に対応できるよう、専用電話や専用ファクシミリ、相談窓口などの体制を整備する。 
 

6 居住地以外の市町村に避難する住民への情報提供 

   市及び防災関係機関は、居住地以外の市町村に避難する被災者に対して必要な情報や支援・

サービスを容易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備を図る。 
 
第 4 高槻市議会との連携等 

１ 市議会との連携 

災害時における市議会が実施する市災害対策本部に対する側面的な支援等や、必要に応じた

会議及び委員会等の開催に対し連携を図るとともに、平時において実施する市議会の防災訓練

や研修会など市議会議員の防災知識の普及・啓発において連携を図る。 

２ 市議会との情報共有 

災害時における市議会への情報提供や、市議会が情報収集した市民の被災情報など、市議会

事務局を通じて情報共有を図る。 
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第 5 地震観測体制の整備                      〔資料編 資 63 頁〕 

 市は、本庁舎内に気象庁が設置した震度計他2箇所の震度計により、震度情報を迅速に収集する。 
 また、大阪府震度情報ネットワークシステムにより収集・解析し、大阪府防災行政無線等により

伝達された府下市町村等の状況を速やかに把握し、地震対策に活用する。 
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第 3節 消火・救助・救急体制の整備 

 
 市は、被害を最小限に留めるため、消火・救助・救急体制の整備に努める。 

市は、国や府と連携し、大規模災害又は特殊災害に対応するため、高度な技術及び資機材を有す

る救助隊の整備を推進する。また、消防団が将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのでき

ない代替性のない存在であることを踏まえ、消防団の強化を図るとともに、事業者や大学等への協

力に努める。 

なお、市は、警察官、消防職員、消防団、自主防災組織等の防災対応や避難誘導等にあたる者の

危険を回避するため、防災対応等に係る行動ルールや退避基準を定めるとともに、それに基づく訓

練及び検証を行い、必要に応じ行動ルール等の見直しを行う。 

 

第 1 消防力及び応援体制 

 大規模災害の発生に備えて、消防力の充実、応援体制の整備、関係機関との連携を図り、消火・

救助・救急体制の一層の充実に努める。 

 
1  消防力の充実                         〔資料編 資 71 頁他〕 

(1) 消防施設等の充実 
「消防力の整備指針」（平成 12 年消防庁告示第 1 号）に基づき消防署所を配置し、

地震や水害などの大規模災害発生時、消防署所の機能維持に必要な施設や設備等を整

備するとともに、消防車両などの消防施設、通信指令機能の強化を図るための消防設

備、映像情報や ICT 技術を活用した情報収集体制、ドローンの効果的な運用など、総

合的な消防力の充実に努める。 
(2) 消防水利の確保                     〔資料編 資 76 頁〕 

     ① 「消防水利の基準」（昭和 39 年消防庁告示第 7 号）に基づき、消火栓を配置する。 
     ② 河川、ため池、農業用水路などの自然水利やプールの活用、耐震性貯水槽などの防

火水槽の整備など、地域の実情に応じて、消防水利の多様化を図る。 
     ③ 消防水利を有効に活用するための消防施設・設備の充実に努める。 

(3) 活動体制の整備 
迅速かつ的確な消防活動を行うため、初動体制、情報収集体制、通信運用体制、火

災防御活動体制、救助・救急体制、広報体制、後方支援体制などの更なる充実強化を

図る。 
(4) 消防団の活性化 

       地域に密着した消防団の活動能力の向上を図るため、組織の活性化に努める。 
     ① 体制整備 
       若手リーダーの育成、青年層・女性の消防団活動への積極的な参加の促進、処遇の

改善、消防団協力事業所表示制度の活用、機能別分団・団員の導入、各種事業所等に

対する活動協力要請などにより、組織強化に努める。 
     ② 消防施設、装備の強化                  〔資料編 資 74 頁〕 

ポンプ器具庫の長寿命化について検討するとともに、消防車両・小型動力ポンプ等

消防施設の強化促進や消防団の活動状況を踏まえた各種資機材の整備及び安全装備品

の充実強化を図る。また、消防団詰所については、平時においては自主防災組織の研

修・訓練の場となり、災害時においては避難、備蓄等の機能を有する活動拠点として
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も活用できることから、詰所の整備に努める。 
     ③ 消防団員の教育訓練 
       消防団員の防災に関する高度な知識、技術及び災害現場における安全確保、体調管

理等に関する知識の向上を図るとともに、消防団員の安全確保の観点から、消防団員

に安全管理マニュアル等を徹底するため、教育訓練を実施する。 
 

2  広域消防応援体制の整備                    〔資料編 資 49 頁他〕 

   大規模災害の発生に備え、消防相互応援協定の締結に努めるほか、緊急消防援助隊との連携

や応援部隊受入れ体制の整備に努める。 
 

3 消防の広域化 

消防力の強化に向け、国の「市町村の消防の広域化に関する基本方針」や、府が定めた「大

阪府消防広域化推進計画」を踏まえ、関係市町とも連携を図りつつ消防の広域化を検討する。 

 

4 消防・救急デジタル無線の保全・整備 

消防機関は、消防・救急活動における情報取扱いの一層の適正化及び通信の高度化に資する

よう消防・救急デジタル無線の保全・整備に努める。 

 
第 2 連携体制 

 市は、府、他市町村、府警察、自衛隊と相互に連携し、情報相互連絡体制、輸送体制、消火用機

器の同一規格化を図るなど、消火・救助・救急活動を円滑に行うための体制整備に努める。 
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第 4節 災害時医療体制の整備 

 
 市は、災害時の医療救護活動が迅速かつ継続して適切に行えるよう、医療関係機関との連携のも

とに、災害時医療体制を整備する。 
 
第 1 災害医療の基本的考え方 

 災害時医療救護活動は、被災地の住民に医療を提供し、被災者の保護を図るための活動であるこ

とから、医療救護活動の中枢として、高槻市医師会・高槻市歯科医師会・高槻市薬剤師会は高槻市

災害対策本部が設置されると同時に、会長、救急対策担当副会長、同理事、事務局員等により、大

阪府三島救命救急センターに救護対策本部を設置し、災害の状況に応じ被災地域の内外を問わず、

救命医療を最優先とする迅速かつ適切な医療救護活動（助産を含む。）を提供できるよう、体制を

整える。 
また、府が調整する災害医療コーディネーター（災害時小児周産期リエゾンなどを含む）に対し

て適宜助言及び支援を求める。 
 

1  現地医療活動 

   被災者の応急手当あるいは一次医療は、医療救護班が救護所において次のとおり実施する。 
また、救護所開設等の判断基準などについて、被害の状況に応じて判断できるよう弾力性の

あるマニュアルを整備する。 
(1) 救護所での活動 

      救護所では、主として被災者の傷害程度に基づく治療の選択（トリアージ）や搬送前

の応急処置、軽症者の治療を行う。 
(2) 救護所の考え方 

      診療所・医院での診療活動は行わず、それぞれの医師・看護師は、あらかじめ指定さ

れた救護所に出向し救護にあたる。 
 

2  後方医療活動 

   救護所では対応できない患者への二次医療又は三次医療を提供するため、拠点病院等災害医

療機関を中心に、次のとおり実施する。 
(1) 特定の医療機関へ患者が集中しないようできるだけ多数の医療機関へ分散した搬

送・治療を行う。 
(2) 医療機関を機能別・地域別に体制化し、重症度、緊急度に応じた適切な患者の搬送、

受け入れを行う。 
(3) 被災地域内で対応困難な重症患者は、府が設置する広域搬送拠点臨時医療施設（Ｓ

ＣＶ）と連携し、ドクターヘリ、消防防災ヘリ、自衛隊ヘリなどの航空機等によりで

きるだけ早く被災を免れた（被災地域内外を問わない）医療機関へ搬送し、治療する。 
 
第 2 医療情報の収集・伝達体制の整備 

 市は、災害時における医療活動を円滑に行うため、救護対策本部と連携して医療情報の収集伝達

を行う体制を整備する。 
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1  情報の収集及び伝達等 

   災害対策本部が設置されると同時に、市と救護対策本部は連携して、情報の収集・伝達等の

初期活動を開始する。 
 

2  大阪府救急・災害医療情報システム 

   災害時の医療情報を迅速かつ的確に把握し発信できるよう大阪府救急・災害医療情報システ

ム（大阪府医療機関情報システム）を災害対策本部などに整備する。また、市、府及び医療機

関は、災害時の医療機関の機能を維持し、大阪府救急・災害医療情報システム等の稼働に必要

なインターネット接続を確保するため、非常用通信手段の確保に努める。 
 

3  通信機能への対策 

   通常の有線通信が不通になった場合の対策として、救護対策本部・各救護所などに、無線局

開設に要する機器一式をあらかじめ設置する。さらに防災行政無線が使用不能の場合に備えて、

市、高槻市医師会及び高槻市歯科医師会は、救護対策本部・救護所・市救護拠点病院における

アマチュア無線局開局など、通信手段の確保に努める。 
 
第 3 現地医療体制の整備 

1  医療救護班の種類と構成 

   市は、救護対策本部と連携して、救護所等において応急処置などを行う現地医療体制を整備

する。また、救護対策本部は大阪府のＤＭＡＴ活動調整本部とＤＭＡＴの派遣、活動内容等に

ついて調整し、医療活動を実施できるよう体制を整備する。なお、その調整に当たっては府が

調整する災害医療コーディネーター（災害時小児周産期リエゾンなどを含む）を活用し、医療

チーム等の交代により医療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引継ぎ

が適切に実施されるよう努める。 
 

(1) 医科医療班 
      高槻市医師会が派遣する医師、看護師で構成する。災害発生と同時に、各診療所での

診察を行わず、あらかじめ決められた救護所に出向し、救護活動を行う。 
(2) 歯科医療班 

      高槻市歯科医師会が派遣する歯科医師、歯科衛生士等で構成する。災害発生と同時に、

高槻島本夜間休日応急診療所、高槻市立口腔保健センターに出向し、救護活動を行う。 
(3) 薬剤師班 

      高槻市薬剤師会が派遣する薬剤師で構成し、災害発生と同時に、あらかじめ決められ

た救護所で活動する。 
 

2  救護所の設置                         〔資料編 資 77 頁他〕 

   市内の指定避難所の中から 9 箇所（別表の 1）と市救護拠点病院 7 箇所（別表の 2）をあら

かじめ指定しておき、救護所を設置する。 
   歯科の応急的治療は高槻島本夜間休日応急診療所及び高槻市立口腔保健センターで行う。 
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  別 表 
1  救護所一覧（指定避難所に併設） 
      北 清 水 小 学 校     

      日 吉 台 小 学 校 
      南 平 台 小 学 校 
      郡 家 小 学 校      

      高 槻 小 学 校 
      五 百 住 小 学 校 
      三 箇 牧 小 学 校 
      五 領 小 学 校 
      芝 生 小 学 校 

2  市救護拠点病院兼救護所一覧 
高 槻 赤 十 字 病 院 
北 摂 総 合 病 院 
大阪医科大学三島南病院 
み ど り ヶ 丘 病 院 
高 槻 病 院 
第 一 東 和 会 病 院 
う え だ 下 田 部 病 院 

 

3  応援の要請 

   市と救護対策本部だけで、十分対応できない場合は、府及び日本赤十字社大阪府支部に派遣

要請を行う。 
 
第 4 後方医療体制の整備 

 市及び高槻市医師会は、後方医療体制を機能別・地域別に次のとおり定める。 
 

1  市救護拠点病院                        〔資料編 資 77 頁〕 

   市は各救護所から搬送される入院を要する患者を受け入れるため、あらかじめ二次後送病院

として、市内の病院の中から 7箇所を市救護拠点病院に指定する。 
 

2  大阪府三島救命救急センター・大阪医科大学附属病院 

   救護所・市救護拠点病院で治療困難と判断された患者を搬送する医療機関は、大阪府三島救

命救急センター及び大阪医科大学附属病院とする。 
 

3  高槻市災害医療センターの指定                 〔資料編 資 77 頁〕 

   大阪府三島救命救急センターを高槻市災害医療センターに指定し、同センターを医療機関間

の調整・バックアップ等を行う機関とする。 
 

第 5 医薬品等の確保体制の整備 

 市は、医療関係機関及び医薬品等関係団体の協力を得て、医薬品、医療用資器材の確保体制を整

備し、供給活動を行う。 
 
第 6 患者等搬送体制の確立 

 市は、災害時における患者、医療救護班、医薬品等の大量かつ迅速・適切な搬送のため、搬送の

手段、方法を確立する。 
 

1  患者搬送 

市は、府と協力し、特定の医療機関へ患者が集中しないよう、大阪府救急・災害医療情報シ

ステム（大阪府医療機関情報システム）の受け入れ可能病床情報等に基づく適切な搬送体制を
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確立する。 

 

2  医療救護班の搬送 

   市及び医療関係機関は、救護所等における医療救護活動を行うための医療救護班の派遣手

段・方法を確立する。 

 

3  医薬品等物資の輸送 

   医薬品等の受け入れ及び救護所等への配送供給体制を確立する。 

 
第 7 個別疾病対策 

 市と救護対策本部は、専門医療を必要とする疾病及び心のケアについては、災害の状況により、

特定診療災害医療センター、各専門医療機関等と協議し対応する。 
 
第 8 関係機関協力体制の確立 

市は、地域保健医療協議会を活用し、災害時の医療救護方策の検討や訓練の実施など、地域の

実情に応じた災害時医療体制を構築する。 
 
第 9 医療関係者に対する訓練等の実施 

 高槻市医師会は、市と協力し、防災関係機関と共同の災害医療訓練を実施する。 
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第 5節 緊急輸送体制の整備 

 

 市及び防災関係機関は、災害発生時における救助・救急・消火・医療の諸活動及び緊急物資の供

給を迅速かつ的確に実施するため、緊急輸送体制の整備に努めるとともに、災害発生時の緊急輸送

活動のために確保すべき道路等の輸送施設及び体育館等の輸送拠点について把握・点検する。 

 

第 1 陸上・水上交通路の整備 

1  陸上緊急交通路の選定 

(1) 広域緊急交通路（大阪府地域防災計画で選定） 

      大阪府地域防災計画による広域緊急交通路として、高槻市では名神高速道路、新名神

高速道路、国道 171 号、国道 170 号、主要地方道大阪高槻京都線、主要地方道伏見柳谷

高槻線が選定されている。 

(2) 地域緊急交通路（高槻市地域防災計画で選定）       〔資料編 資 80 頁〕 

      大地震発生直後、高槻市域における緊急輸送活動を円滑に行うための緊急交通路網を

確保するため、市災害対策本部、防災関連主要施設、医療施設等を結ぶ地域緊急交通路

として市内の 25路線（延長 53.9ｋｍ）を選定する。 

 

2  陸上緊急交通路の整備 

   大阪府地域防災計画、高槻市地域防災計画により選定された緊急交通路については、緊急交

通路の管理者は平時からこれらの安全性を監視、点検するとともに、災害時の通行支障に関す

る情報の収集や応急点検の体制の整備に努める。 

 

3  陸上緊急交通路の住民等への周知徹底 

   緊急交通路の管理者は、災害時に緊急交通路の機能を発揮させるため、平時から住民及び緊

急輸送活動関係機関へ緊急交通路の周知に努める。 

 

4  重要物流道路の指定 

   国土交通大臣は、災害時も含めた安定的な輸送を確保するため、物流上重要な道路輸送網を

重要物流道路として指定し、機能強化及び重点支援を実施する。市内では、国道 171 号が重要

物流道路、名神高速道路・新名神高速道路が代替・補完路として指定されている。 

 

5  水上交通路の整備 

   陸路の交通が遮断された場合の河川の利用のため、市及び関係機関は、緊急物資の水上輸送

が可能な場所を選定し、臨時船着き場等の整備を推進する。 

 

第 2 ヘリポートの選定                      〔資料編 資 81 頁他〕 

 地上の輸送活動が不可能又は非能率な場合若しくは孤立した地域への輸送が必要な場合は、救

護・救助活動、物資搬送等にヘリコプターの機動性を活かした応急活動を実施するため、災害時用

臨時ヘリポートを指定するとともに、大阪府ドクターヘリ要請基準による要請に必要な場合のため

のランデブーポイントを指定する。 
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1  ヘリポートの報告 

   市は、新たにヘリポートを選定した時、又は報告事項に変更（廃止）が生じた場合は府へ報

告する。 

 

2  ヘリポートの管理 

   市は、選定したヘリポートの管理について、平時から管理者と連絡をとり、現状の把握に努

めるとともに、常に使用できるように配慮する。 

 

第 3 緊急輸送手段の確保 

 輸送手段の確保については、次のとおりとする。 

 

1  市の所管する車両                       〔資料編 資 79 頁〕 

   緊急通行車両等の事前申請を行い、災害時においても有効な緊急輸送手段の確保に努める。 

  

2  高槻市自動車運送事業（交通部）の車両 

   大型バス等の活用により、施設間の被災者を含む人員、物資の輸送活動を実施するための体

制の整備を行う。また、身体障がい者等の避難行動要支援者の施設間搬送を実施するために有

効な低床バスの導入に努める。 

 

3  事業者の車両 

   市、国（国土交通省等）及び府は、緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ、運送事

業者等と物資の保管、荷捌き及び輸送に係る協定を締結するなど、体制の整備に努める。この

際、市及び府は、災害時に物資の輸送拠点から指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速

やかに確保できるよう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を選定しておくよう努める。 

 

第 4 交通規制・管制の整備 

1  緊急通行車両等の事前届出に関する手続き 

   災害対策基本法第 50 条 2 項の規定に基づく災害応急対策の実施責任者は、災害対策基本法

第 76 条 1 項の規定に基づく通行禁止等の交通規制が実施された場合に、災害応急対策を的確

かつ円滑に実施するための通行を確保するため、緊急通行車両等の申請手続きを事前に行い、

事前届出済証の交付を受ける。 

 

2  交通規制資機材の整備 

   災害時において、道路施設の破損・欠壊等により交通が危険であり応急復旧を必要とする場

合に、道路法第 46 条の規定に基づく交通規制を実施する場合に必要な資機材を整備する。 
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第 6節 避難受入れ体制の整備 

 

 市は、災害時に住民等を安全に避難させるため、「広域避難地」・「準広域避難地」・「指定避難所」・

「指定緊急避難場所」を選定し、また、緊急時に一時的に避難する「一時避難地」について住民に

周知する。 

 さらに、建築物等の二次災害を防止するための危険度判定体制の整備、応急仮設住宅等の事前準

備及び土砂災害から住民を守るための斜面判定制度の活用を進める。 
 

第 1 避難地、避難路の選定 

1  火災時の避難地及び避難路の選定 

(1) 一時避難地 

      火災発生時や地震発生後の地震活動等の二次災害に備えて近隣の学校グラウンド、公

園、その他の空地を一時避難地とする。 

(2) 広域避難地                           〔資料編 資 82 頁〕 

      火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から住民等の安全を確保できる場所を

広域避難地として 11 箇所選定する。 

     ① 想定される避難者１人あたり概ね１㎡以上の避難有効面積を確保できること（「防災公

園計画・設計ガイドライン」に基づいて整備される防災公園については、想定される

避難者 1人あたり概ね 2㎡以上の避難有効面積を確保できること） 

     ② 周辺地域に耐火構造物が存在するか、延焼火災に対し有効な遮断ができる、概ね 10

ヘクタール以上の空地 

     ③ 土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における避難上必要な機能を

有すると認められるもの（②に該当するものを除く） 

       ※本市においては、②の基準による広域避難地11箇所の他に、延焼火災に対し有効

な遮断ができる、概ね2ヘクタール以上の空地を「準広域避難地」として5箇所選

定している。 

(3) 接続避難路                      〔資料編 資 83 頁〕 

      広域避難地（準広域避難地を含む）へ通じる避難路を選定する。 

     ① 原則として幅員が 15ｍ以上の道路（ただし、沿道に有効な遮断帯が存在し、避難者

の安全が確保できると認められる場合には幅員 10ｍ以上の道路）又は幅員 10ｍ以上

の緑道 

     ② 落下物、倒壊物による危険など避難の障害のおそれが少ないこと 

③ 水利の確保が比較的容易なこと 

④ 沿道市街地における土地利用の状況その他の事情を勘案して、地震災害時における

避難上必要な機能を有すると認められる道路又は緑道（①に該当するものを除く。） 

 

第 2 避難地及び避難路の安全性の向上 

 市及び防災関係機関は、一時避難地、広域避難地及び避難路を避難行動要支援者に十分配慮して

整備し、消防水利の確保なども含め総合的に安全性の向上を図る。 

 

1  一時避難地 

(1) 周辺の緑化の促進 
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(2) 複数の進入口の整備 

 

2  広域避難地 

(1) 避難地標識（誘導標識を含む）の設置 

(2) 非常電源付き照明・放送施設の整備促進 

(3) 周辺における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進 

(4) 複数の進入口の整備 

 

3  接続避難路 

(1) 沿道における耐震・耐火建築物の整備促進及び緑化の促進 

(2) 落下・倒壊物対策の推進 

(3) 誘導標識、誘導灯の設置 

(4)  段差解消、誘導ブロックの設置等の推進 

 

第 3 指定避難所及び指定緊急避難場所の指定、整備 

 市は、施設管理者と協力し、家屋の損壊、滅失、浸水、流失、放射性物質及び放射線の放出によ

り居住不可能になった場合や危険が急迫し、そのため避難を必要とする住民を臨時に収容する指定

避難所を指定、整備し、高槻市広報誌その他の手段により、住民に対し指定避難所の場所や指定避

難所及び指定緊急避難場所の役割の違い等について周知する。 

 なお、指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生する

おそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきであることについて、平時

から住民等への周知徹底に努めるものとする。 

 特に、指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特定の災害においては当

該施設に避難することが不適当である場合があることを平時から住民等への周知徹底に努めるも

のとする。 

 また、避難者等の発生規模と指定避難所や応急住宅等による受入れ人数等について、あらかじめ

評価するとともに、それらが不足した場合、府と連携し、公的施設や民間施設の指定避難所として

の利用拡大、応急住宅としての公的賃貸住宅等の空き家・空き室の活用、自宅での生活が可能な者

に対する在宅避難への誘導等を行い、受入れの確保を図る。 

 

1  指定避難所等の指定                     〔資料編 資 84 頁他〕 

   市は、地震や河川の氾濫被害、土砂災害の特性及び各施設等の規模、構造、立地条件などを

考慮し、次の施設を指定する。なお、指定避難所としての必要面積は、避難者一人あたり 1.65

㎡として算定する。 

(1) 指定避難所（避難所生活をおくる施設）兼指定緊急避難場所 
次の施設を指定する。 

     ① 市立小中学校 

     ② 市立公民館等 

     ③ コミュニティセンター 

(2) 指定緊急避難場所（一時的に避難する施設） 
次の施設を指定する。 

     ① 支所、福祉センター等 
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     ② 府立・私立高校、大学等 

 

2  指定避難所の整備 

   市は、要配慮者が避難所生活において支障がないよう、指定避難所については、「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」や「大阪府福祉のまちづ

くり条例」等に基づき、スロープや障がい者用トイレの設置等をすでに行っているが、バリア

フリー化されていない指定避難所については、今後とも計画的に整備に努める。また、障がい

者等が落ち着ける環境を工夫すること、障がい特性に対応したコミュニケーション手段を踏ま

えることや、歩行が困難な障がい者等の通路を確保する等、様々な対応方法や配慮事項を踏ま

えた整備・改善に努める。 

   市は、指定避難所の非構造部材も含めた耐震化・不燃化の促進、非常用電源の確保等、避難

の実施に必要な設備・機器の整備に努める。 
   また、指定避難所となる施設については、必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、

換気、照明等の設備の整備に努める。なお、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策につ

いて、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平時から防災担当部局と保健福祉担当部局が

連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努める。 
 

3  指定避難所等の管理運営体制の整備 

(1) 指定避難所及び指定緊急避難場所は、予め指定された施設の開錠が可能な市職員等

により開設する。 

ただし、地震災害のとき、本市域で震度 5 弱を観測した場合、市災害対策本部の指

示を待つことなく、事前に指定された方面隊は原則として所定の方面隊基地に参集し

速やかに開設する。（指定避難所及び指定緊急避難場所の近住者を指定） 

なお、本市域で震度 5 強以上を観測した場合、全方面隊は所定の指定避難所及び指

定緊急避難場所に参集し速やかに開設する。 

また、風水害に関する避難準備・高齢者等避難開始を発令する場合、災害対策本部

に切り替え発令するとともに、指定避難所及び指定緊急避難場所の開設準備を行う。 

(2) 施設管理は、施設管理者が市災害対策本部方面部から配備された職員等の協力を得

て行う。 

(3) 市（市災害対策本部）と指定避難所及び指定緊急避難場所の連絡、伝達等は、防災

行政無線等により行う。ただし、不通時は伝令等により行う。 

(4) 指定避難所の運営については、阪神・淡路大震災や東日本大震災等において行政主体

の運営は困難であることが明らかとなったことから、地域住民が主体的に指定避難所の

管理・運営に携われるよう当該地区の自主防災組織等との連携により行うこととし、そ

の時、世代間や男女間のニーズの違いなどに配慮できる運営体制づくりに留意する。 

このような体制を確保するため、各指定避難所の方面隊に１名以上の女性職員を配置す

るよう努めるとともに、指定避難所ごとに避難所運営マニュアルの策定を促進する。 

さらに、市は男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局が災害対応について庁内

及び避難所等における連絡調整を行い、また、男女共同参画センターが地域における防

災活動の推進拠点となるよう、平時及び災害時における男女共同参画担当部局及び男女

共同参画センターの役割について、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し、明

確化しておくよう努める。 
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(5) 避難行動要支援者を対象とした二次避難所（福祉避難所）の運営については、市

（市災害対策本部）とあらかじめ指定された施設の代表者との連携により行う。 

(6) 市は、指定緊急避難場所や避難所に避難した避難者について、住民票の有無等に関

わらず適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案し

ながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努める。 

 
第 4 避難勧告等の事前準備 

市は、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）、または災害発生情報といっ

た避難情報について、河川管理者、水防管理者、大阪管区気象台等の協力を得つつ、洪水、土砂災

害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえ、避難すべき区域や判断基準、伝達方法、警戒レ

ベルに対応した避難行動や避難の際の留意点等を明確にしたマニュアルを作成するとともに、住民

に対し、水害・土砂災害ハザードマップ等を通じて周知及び意識啓発に努める。 

また、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、洪水予報河川等については、水位情報、堤防

等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等の発令基準を設定するもの

とする。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利用者に命の危

険を及ぼすと判断したものについては、洪水警報の危険度分布等により具体的な避難勧告等の発令

基準を策定することとする。また、避難勧告等の発令対象区域については、細分化しすぎるとかえ

って居住者等にとってわかりにくい場合が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して勧告し

たり、屋内での安全確保措置の区域を示して勧告したりするのではなく、命を脅かす洪水等のおそ

れのある範囲をまとめて発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要

に応じて見直すよう努める。国〔国土交通省、気象庁〕及び府は、市に対し、これらの基準及び範

囲の設定及び見直しについて、必要な助言等を行う。 

 

1 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成 

(1) 市は、市域の河川特性等を考慮し、国の避難情報等に関するガイドライン

を踏まえ、洪水、土砂災害に対する「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」

を作成する。 
(2) 特に、土砂災害については、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市

をいくつかの地域に分割した上で、大雨警報（土砂災害）の危険度分布な

どの気象情報を用い、危険度の高まっている領域が含まれる地域内の全て

の土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよう、発令範

囲をあらかじめ具体的に設定する。 
(3) 市は、近年の都市型豪雨等に対応するため、タイムライン等の最新の知見

を参考にするなど、適宜、マニュアルを改訂する。 
 

2 住民への周知・意識啓発 

(1) 市及び府は、避難勧告や避難指示（緊急）、または災害発生情報が発令さ

れた際、既に周囲で水害や土砂災害が発生している等、遠方の指定避難所

等への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと住民自身で判断

した場合には、近隣のより安全な建物等の緊急的な退避場所への避難や、

屋内でもより安全な場所へ移動する安全確保措置をとることも避難行動と

することを住民へ平時から周知しておく。 
(2) 市は、土砂災害については、危険な急傾斜地から離れる方向に速やかに
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避難する訓練を行うなど、実践的な避難訓練の実施等による住民の意識啓

発に努める。 
 

避難勧告等により立退き避難が必要な住民等に求める行動 

警戒レベル 種別 内容 居住者等に求める行動 

警戒レベル１ 
早期注意情報（警報級の可

能性）【気象台が発表】 

警報級の現象が予想されているとき

に発表するもの 

●防災気象情報等の最新情報に注意す

るなど、災害への心構えを高める 

 

 

警戒レベル２ 
注意報（大雨、洪水） 

【気象台が発表】 

大雨による土砂災害や浸水害が発生

するおそれがある場合や、河川の上

流域での大雨等によって下流で生じ

る増水により洪水災害が発生するお

それがある場合に発表するもの 

●ハザードマップ等により、災害リス

ク、避難場所や避難経路、避難のタイミ

ング等の再確認、避難情報の把握手段の

再確認・注意など、避難に備え自らの避

難行動を確認する 

 

 

 

 

 

警戒レベル３ 
避難準備・高齢者等 

避難開始 

災害による人的被害が予測されると

きに、避難行動のための準備や要配

慮者※1 の早めの避難を呼びかけるた

めに発令するもの 

●家族との連絡、非常持出品の用意等、

立退き避難の準備を整え、災害の種別に

応じた緊急避難場所へ自発的に避難す

る 

●要配慮者や避難に時間を要する方は、

避難の準備を行い、災害の種別に応じた

緊急避難場所へ立退き避難を開始する 

●要配慮者のうち、自ら避難することが

困難な方は、避難支援者※2と連絡を取り

合うなどして、災害の種別に応じた緊急

避難場所へ避難を開始する 

 

 

 

 

 

警戒レベル４ 

避難勧告 

災害が発生する危険性が高まり、避

難行動を開始しなければならない段

階で発令するもの 

●災害の種別に応じた避難場所へ立退

き避難を開始する 

●緊急避難場所への立退き避難がかえ

って命に危険を及ぼしかねないと判断

した場合には、近隣のより安全な場所・

建物等への避難や、少しでも命が助かる

可能性の高い避難行動として「屋内での

安全確保措置」※3をとる 

※避難指示（緊急）が発令された場合は、

災害が発生するおそれが極めて高い状

況等となっており、緊急に避難する 

避難指示（緊急） 

(地域の状況に応じて緊急

的又は重ねて避難を促す

場合等に発令、必ず発令さ

れるものではない) 

災害が発生する危険性が非常に高

く、危険が目前に迫っている段階で

発令するもの 

 

警戒レベル５ 

災害発生情報 

(災害が実際に発生してい

ることを把握した場合に、

可能な範囲で発令) 

災害が既に発生している段階で発令

するもの 

●既に災害が発生している状況であり、

命を守るための最善の行動をとる 

※１ 要配慮者：高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者 

※２ 避難支援者：要配慮者のうち、自ら避難することが困難な者の避難行動を支援する家族や近隣住

民、地域の支援者等 

※３ 「屋内での安全確保措置」：屋内での出来るだけ高い場所や、土砂災害の場合、斜面や渓流の反

対側の場所などのより安全な場所へ避難すること 
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第 5 避難誘導体制の整備 

1 市及び防災関係機関 

市は、発災時の避難誘導に係る計画をあらかじめ作成するとともに、防災訓練の実施や防災

マップの作成・配布等により、その内容を住民等に対して周知徹底を図るための措置を講じる。

また、周知にあたっては、要配慮者に配慮するとともに、水害と土砂災害、複数河川の氾濫等、

複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。なお、地域版ハザードマップの作成にあ

たっては住民参加型等の工夫をすることにより、災害からの避難に対する住民等の理解の促進

を図るよう努める。 
市は、指定緊急避難場所の誘導標識等を設置する場合は、日本工業規格に基づく災害種別一

般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。あ

わせて、府と市町村は、災害種別一般図記号を使った避難場所標識等の見方に関する周知に努

める。なお、避難場所標識等については、案内図記号（ＪＩＳ Ｚ8210）の追補６「災害種別

一般図記号」及び図記号を使った表示方法に係る「災害種別避難誘導標識システム（ＪＩＳ Ｚ

9098）」を用いるよう努める。 
市及び防災関係機関は、地域特性を考慮した避難誘導体制の整備に努めるとともに、避難行

動要支援者の誘導には、健康状態、日常生活動作の状況等に充分配慮する。特に集団避難が行

えるよう、各種地域住民組織と連携した体制づくりに努める。 

 

2 学校、病院等の施設管理者 

学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、災害時に施設内の利用

者等を安全に避難させるための体制を整備する。 
学校は、保護者との間で、災害発生時における児童生徒等の保護者への引渡しに関するルー

ルをあらかじめ定める。また、市は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避難のため、

災害発生時における幼稚園・保育所・認定こども園等の施設や、施設間の連絡・連携体制につ

いて、一斉メール配信や複数の通信手段による連絡体制の整備などに取り組む。 
 

3 不特定多数の者が利用する施設の管理者 

地下街、劇場等の興行場、駅、その他の不特定多数の者が利用する施設の管理者は、突発性

の災害の発生に備え、避難誘導に係る計画の作成及び訓練の実施に努める。なお、この際、必

要に応じ、多数の避難者の集中や混乱にも配慮した計画、訓練とするよう努める。また、市は、

施設の管理者等に対して、計画作成を働きかけていく。 
 

第 6 被災建築物応急危険度判定制度及び被災宅地危険度判定制度の整備 

 市は、住民の安全確保を図るため、府や建築関係団体と連携しながら、地震により被災した建築

物や宅地の危険度の判定を早期に実施できるよう、二次災害を防止するための危険度判定体制を整

備する。また、市域全体の情報収集を的確かつ早急に判断するため、職員のパトロールをはじめ、

他組織や市民等から情報収集を行うとともに、平時から罹災証明との違いなど危険度判定について

市民へ周知を行う。 

 

1  被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の養成 

   建築関係団体と連携して、府が開催する講習会を受講し、判定士の養成、登録に積極的に取

り組む。 
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2  実施体制の整備 

   市は、判定主体として資機材の整備、判定士受入れ体制の整備など、実施体制の整備を図る。 

 

3  制度の普及啓発 

   府や建築関係団体と協力し、住民に対して制度の趣旨について理解が得られるよう普及啓発

に努める。 

 

4  判定コーディネーターの養成 

   市に設置する判定実施本部で指導・指示できる実施本部員の確保を図る。 

 

第 7 応急仮設住宅等の事前準備 

1  応急仮設住宅建設候補地の事前選定 

 市は、あらかじめ、各種災害に対する安全性に配慮しつつ、都市公園、公共空地等の中から、

応急仮設住宅の建設候補地を選定し、災害時において円滑に利用が図られるよう障害物やライ

フライン施設の有無などの把握に努める。なお、学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定

める場合には、学校の教育活動に十分配慮する。また、災害時における被災者用の住居として

利用可能な公共住宅の空家等の把握に努め、災害時に迅速にあっせんできる体制の整備に努め

る。 

 

2  応急仮設住宅の調達体制等の確立 

   市は、応急仮設住宅の建設・借上げ及び被災住宅の応急修理を円滑に実施するため、あらか

じめ関係団体との協定を締結するよう努める。また、要配慮者に配慮した住宅の仕様の検討に

努める。 

 

第 8 斜面判定制度の活用 

 市は住民の安全確保を図るため、砂防関係団体と連携しながら、ＮＰＯ法人大阪府砂防ボランテ

ィア協会等の斜面判定制度の活用を図る。 

 

第 9 広域避難体制の整備 

 市は、府と協力し、円滑な広域避難が可能となるよう、他の自治体との広域一時滞在に係る応援

協定締結や被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定締結、発災時の具体的な避

難・受入方法を含めた手順等をあらかじめ定めるよう努める。 
 また、関西広域連合では、福井、滋賀、京都３府県の要請に基づき、福井県嶺南地域に立地する

原子力施設において万一事故等が発生し、広域避難が必要となった場合、関西圏域全体で被災住民

の受入れを行うこととしており、市は関西広域連合で定めたカウンターパートである滋賀県高島市

からの避難者について、総合スポーツセンターを拠点避難所として受入体制を整備する。 

 

第 10 罹災証明書の発行体制の整備 

 市は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう住家被害の調査や罹災証明書の交付の

担当部局を定め、家屋被害認定調査員の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、

罹災証明発行業務のシステム化、住家被害認定調査及び罹災証明書発行業務の要員名簿の作成等を
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計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の人的・物的な実施体制の整備に努める。ま

た、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険度判定担当部局とが非常時の情報共

有体制についてあらかじめ検討し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判定

結果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努める。さらに、被災建築物の応急

危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個別

の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時期の違い、民間の保険損害調

査との違い等について、被災者に明確に説明するよう努める。 
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第 7節 緊急物資確保体制の整備 

 

 市及び防災関係機関は、災害により家屋の損壊、滅失、浸水、流失等の被害を受け、水、食料、

生活必需品等の確保が困難な住民に対して、迅速に必要な物資を供給するため、その確保体制を整

備する。 

 また、備蓄を行うにあたって、大規模な地震が発生した場合には、物資の調達や輸送が平時のよ

うには実施できないという認識に立って初期の対応に十分な量を備蓄し、物資の性格に応じ、集中

備蓄又は避難場所の位置を勘案した分散備蓄を行う等配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、

体制の整備に努める。 

 

第 1 給水体制の整備                        〔資料編 資 90 頁他〕 

 市は、非常用飲料水と生活用水確保のため、次のことを行う。 

1 給水拠点等の整備 

(1) 給水拠点（浄水場等） 

災害時に水道の基幹施設である浄水場等から給水車等による応急給水体制の整備を

図る。 

(2) 飲料水兼用耐震性貯水槽等 

災害時における水道管破損等による断水・濁水に対応するため、広域避難地等に設置

された耐震性貯水槽等からの応急給水体制の整備を図る。 

 

2 応急給水用資機材等の整備・点検 

給水車等、仮設給水栓、エンジンポンプ、非常用飲料水袋等の応急給水用資機材の充実を図

るとともに、災害時に迅速な対応ができるよう定期的な整備・点検を行う。 

 

3 応援体制の整備 

災害時に応急給水及び水道施設等の応急復旧への協力を要請するため、大阪府水道震災対策

相互応援協定をはじめ、関係団体等との協定により応援体制の整備を図る。 

 

4 広報体制の整備・強化 

(1) 平時における広報 

広報誌や市ホームページ等により、災害時に向けた飲料水等の備えについて広報体制

の強化を図る。 

(2) 災害時における広報 

平時の広報手段に加えて、ＳＮＳ等により応急給水・応急復旧に係る情報及び断水・

濁水に係る情報について広報体制の整備を図る。また、住民組織等との連携強化等に

より情報を迅速に発信できるよう努める。 

 

5 電話対応窓口の一元化 

災害時における住民等からの電話による問合せや情報提供について、窓口の一元化を図る。 
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6 応急給水体制の強化 

災害時における指定避難所等での応急給水において地域住民が設置する簡易貯水槽の組み

立て方法等について方面部と連携しながら、訓練等により地域住民へ周知を図り、応急給水体

制の強化を図る。 

 

第 2 食料・生活必需品の確保                    〔資料編 資 94 頁〕 

 市は、府・防災関係機関・応急物資協定企業と相互に協力して、食料・生活必需品の確保に努め

る。市及び府は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・輸送調整等支援システ

ムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに

開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者間で共有するなど、備蓄

物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努める。 

 

1  重要物資の備蓄 

   市及び府は、南海トラフ巨大地震をはじめとした大規模災害に対し、それぞれ最大の被害を

もたらす災害を想定し、被災者支援のために特に必要とする食料など 11 品目を重要物資と位

置づけ、府と市町村で１：１を基本とした役割分担の下、必要量を備蓄する。 

必要量は、直下型地震（1 日分）と南海トラフ巨大地震（3 日分）それぞれの避難所避難者

数を下表の算出式で算出した数量を比較し、多い方とする。 

本市では、直下型地震である有馬高槻断層帯地震において想定される避難所避難者数をもと

に必要量の算出を行う。 

 

2  その他の物資の確保 

   下記の物資の確保体制を整備する。 

(1) 精米、即席麺などの主食 

(2) ボトル水・缶詰水等の飲料水 

(3) 野菜、漬物、菓子類など 

(4) 被服（肌着等） 

(5) 炊事道具・食器類（鍋、炊飯用具等） 

(6) 光熱用品（ＬＰガス、ＬＰガス器具、簡易コンロ、乾電池、懐中電灯等） 

(7) 日用品（石けん、タオル、ちり紙、歯ブラシ、ラップ等） 

(8) 医薬品等（常備薬、救急セット） 

(9) 仮設風呂・仮設シャワー  

(10) 高齢者、障がい者等用介護機器、補装具、日常生活用具等 

       （車いす、トイレ、盲人用つえ、補聴器、点字器等） 

(11) 棺桶、遺体袋 

(12) 簡易ベッド（ダンボールベッド）、パーティション 

(13) ブルーシート                                             等 
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3  備蓄・供給体制の整備 

   避難者のニーズに沿った物資配送の円滑化や初期におけるプッシュ型配送物資など物資輸

送体制を検討するとともに、関係対策部と情報の共有、連携の強化を図る。また、速やかに物

資等を輸送、提供するため、分散備蓄などの体制整備に努め、民間事業者との協定等により物

資の確保を図るとともに、必要に応じて共同備蓄や備蓄の相互融通を行う。 

 

(1) できる限り指定避難所や指定緊急避難場所及びその周辺での備蓄倉庫の確保 

(2) 備蓄物資の点検及び更新 

(3) 定期的な流通在庫量の調査の実施 

(4) 供給体制の整備（共同備蓄や相互融通含む。） 

(5) 市物資拠点から各避難所への物資の配送及び支給体制の整備 
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第 8節 ライフライン確保体制の整備  

 

 市及び防災関係機関は、災害により被害を受けたライフライン施設について速やかに復旧を進め

るとともに、応急復旧による供給機能の維持、二次災害を防止するための体制の整備に努める。 

 

第 1 水道 

災害時における被害の拡大防止、水道水の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防

災体制を整備する。 
 

1  応急復旧体制 

(1) 管路の複線化やループ化によりバックアップ機能を強化する。 

(2) 基幹管路及び医療救護活動を担っている拠点病院や救護所等の重要給水施設に至

る管路について耐震化を推進する。 

(3) 職員配備体制等の災害時マニュアルを最新情報に更新する。 

(4) 施設図、管路図等について最新情報に更新する。 

 

2  災害対策用資機材の整備 

   災害時、浄水場における浄水処理能力の確保を行うための薬品類、その他、施設及び管路の

応急復旧に必要な資機材の整備に努める。 

 

3  防災訓練の実施 

   水道施設の早期復旧及び水道水の安全供給のため、府、市等主催の訓練等へ参加するなどし

て、破損水道管の復旧、応急給水訓練等を行う。 

   また、自主防災組織等と協働して応急給水訓練を行う。 

 
4  相互応援体制の整備 

   災害発生時速やかに応急復旧を行うため、北大阪上水道協議会の会員である 7市 3町で締結

している「上水道事業相互応援に関する覚書」に基づき資機材等の応援体制の整備、強化に努

める。 

 

第 2 下水道 

 下水道施設を災害から防護し、また、災害発生の場合は速やかに応急復旧を実施するために防災

体制の整備を行う。 

 

1  応急復旧体制 

(1) 被害の発生しやすい箇所、設備・管渠の老朽箇所について、平時から把握に努め対

策を講じる。 

(2) 応急復旧が迅速に行えるよう施設図、管路図を整備する。 
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2  災害対策用資機材の整備 

   特に防護の必要性のある施設、機器類については資機材を備蓄し、応急復旧が迅速にできる

ように努める。 

 

3  防災訓練の実施 

   水道の復旧に合わせた下水道施設の早期復旧を図るため、復旧訓練等を行う。 

 

4  協力応援体制の整備 

   「下水道事業災害時近畿ブロック応援に関する申し合わせ」に基づき近隣市町との協力応援

体制の整備強化に努める。 

 

第 3 電力（関西電力送配電株式会社大阪支社大阪北電力本部高槻配電営業所） 

 災害時における被害の拡大防止、電力の安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うために防災

体制を整備する。 

 

1  応急復旧体制の強化 

(1) 被害状況を迅速かつ的確に把握する体制、システムの整備・強化に努める。 

(2) 災害対策組織をあらかじめ定めておく。また、災害により拠点が被災した場合の災

害対策活動拠点についてもあらかじめ定めておく。 

(3) 対策要員の動員体制を整備する。 

(4) 重要施設への電力を確保するため、優先復旧についてあらかじめ計画を策定する。 

(5) 平時から防災会議への参加により災害時の情報提供、収集等、相互連携体制を整備

しておく。 

(6) 防災関係機関との連携強化により平時の各種訓練の相互参画、定期的な会議及び情報交

換の実施、災害発生時の連絡体制の確立、相互協力を行う。 

 

2  災害対策用資機材の整備、点検 

(1) 災害復旧用資機材の確保体制を整備する。 
(2) 災害対策用設備（移動用変圧器等）を整備する。 
(3) 災害対策車両（発電機車等）を整備する。 
(4) 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を確保する。 
(5) 衛星携帯電話の配備等、情報通信手段の多様化を図る。 

 

3  防災訓練の実施 

   情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、

並びに防災意識の高揚を図るため、最大クラスの災害である南海トラフ地震も想定した各種訓

練を計画的に実施する。 

(1) 社員の安全を確保するために地震、津波の襲来を想定した避難訓練、情報連絡訓練

を実施する。 
(2) 応急復旧技能を維持するために設備復旧訓練を実施する。 
(3) 迅速、確実な情報連携や的確な意思決定に基づく行動ならびに社外対応を行うため
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に図上訓練を実施する。 
 

4  協力応援体制の整備 

単独復旧が困難な場合に備え、他の事業者から協力を得る体制を整備する。 
(1) 復旧用資機材、要員について、他電力会社および電源開発株式会社等と相互の応援

体制を整備する。 
(2) 災害時の一時的な供給力不足に対応するため、「二社間融通電力受給契約」および電

力広域的運営推進機関の指示に基づき他電力会社との電力融通体制を確保する。 
 

第 4 ガス（大阪ガス株式会社ネットワークカンパニー北東部導管部） 

 災害時における被害の拡大防止、ガスの安定供給及び迅速かつ的確な応急復旧を行うため、防災

体制を整備する。 

 

1 応急復旧体制の強化 

(1) 緊急措置判断支援システム（地震発生時に地震計、圧力計等の情報を迅速かつ的確

に把握するシステム）の活用により被災地区の供給停止判断の迅速化を図る。 

(2) 緊急時ガス供給停止システムを強化する。 
ア 感震自動ガス遮断方式及び遠隔ガス遮断方式によって導管網のブロック単位でガ

ス供給を遮断するシステムの活用により、被災地区の供給停止の迅速化を図る。 
イ 基準値以上の揺れを感知すると一般家庭及び業務用の都市ガス供給を自動的に停

止するマイコンメーターの設置促進を図る。 
(3) 被災を免れた地区への供給を確保し、被災地区の二次災害の防止と早期復旧を図る

ため、細分化された導管網ブロックの維持管理を行う。 
(4) 被害状況と復旧作業工程に応じて、従業員及び協力会社作業員を効率的に編成動員

するため、職能別要員を把握し、連絡体制及び動員体制を整備する。 
(5) 重要施設への供給を早期に確保するため、復旧順序の決め方や臨時供給方法につい

て、あらかじめ計画を策定する。 
(6) ガス管の漏洩箇所の特定、管内異物の効率的除去等の復旧技術の開発、改良及び向

上に努める。 
(7) 施設の現況が把握できる施設管理図書等の整備・分散保管を図る。 
(8) 関係行政機関と連携し、前進基地の確保に努める。 
(9) 関係行政機関と連携し、早期復旧に資する手続きの合理化に努める。 

ア 復旧時における仮設配管及び導管地中残置。 
イ 事前届出を行っていない車両に対する緊急通行車両等の申請手続きの迅速化。 

 
2 災害対策用資機材の整備、点検 

(1) 災害対策用資機材及び代替燃料（圧縮天然ガス、カセットコンロ等）の確保体制を

整備する。 
(2) 緊急時通信機器の整備充実に努める。 

(3) 消火・防火設備の整備充実に努める。 

(4) 資機材の点検に努め、緊急時の輸送体制を整備する。 

(5)  適切な導管材料の備蓄に努める。 
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3 防災訓練の実施 

   情報収集連絡体制及び他機関との協力体制の充実強化、緊急対応・応急復旧の手順の熟知、

並びに防災意識の高揚を図るため、計画的に防災訓練を実施する。 

 

4 協力応援体制の整備 

   「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」（一般社団法人日本ガス協会）に基づき、

単独復旧が困難な場合に備え、他の事業者との相互応援体制を整備する。 

 

第 5 電気通信（西日本電信電話株式会社大阪支店） 

 災害により電気通信設備又は回線に故障が発生した場合に、迅速かつ的確な応急復旧を行うため、

防災体制を整備する。 

 

1  応急復旧体制の強化 

   広範囲な地域において災害が発生した場合、被災設備等の迅速な復旧を図り、通信サービス

の確保に万全を期するため、必要な組織において、グループ会社、工事会社等を含めた全国的

規模による応援班の編成、応急復旧用資機材の確保と輸送体制、応援者等の前進基地の設営及

び作業体制等について計画に基づき確立し、運用する。また、電気通信事業者は、応急復旧の

ために通信用機材等の運搬や道路被災状況等の情報共有が必要な場合は、総務省を通じて非常

対策本部や被災地方公共団体に協力を要請する。 

 

2  災害対策用資機材の整備、点検 

(1) 災害発生時において通信を確保し又は災害を迅速に復旧するため、あらかじめ保管

場所及び数量を指定して、災害対策用機器並びに車両等を配備する。 

(2) 災害応急対策及び災害復旧を実施するため、復旧用資材、器具、工具、消耗品等の

確保に努める。 

(3) 災害対策用機器、資材、物資等の輸送を円滑に行うため、あらかじめ輸送ルート、

確保すべき車両、船舶、ヘリコプター等の種類及び数量並びに社外に輸送を依頼する

場合の連絡方法等の輸送計画を定めておくとともに、輸送力の確保に努める。 

(4) 災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、必要な整備点検を

行い非常事態に備える。 

(5) 非常事態に備え、飲料水、食料、医薬品、被服、生活用備品等の保有量を定め、そ

の確保を図る。 

 

3  防災訓練の実施 

(1)  防災を迅速かつ円滑に実施するため、次に掲げる内容の訓練を年１回以上実施す

る。 
ア 災害予報及び警報の伝達 
イ 非常招集  
ウ 災害時における通信疎通確保 
エ 各種災害対策用機器の操作 
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オ 電気通信設備等の災害応急復旧 
カ 消防及び水防 
キ 避難及び救護 

(2) 中央防災会議、大阪府防災会議等が主催して行う総合的な防災訓練に参加し、これ

に協力する。 

 

4  協力応援体制の整備 

(1) 他の事業者との協調 
電力、燃料、水道、輸送等の事業者と協調し、防災対策に努める。具体的

には、商用電源の供給、自家発電用エンジンの燃料及び冷却水等の確保並び

に緊急輸送等の協力体制を整備する。 
(2) グループ会社との協調 

グループ会社、工事会社等と協調し、防災対策に努めるとともに、要員、

資機材、輸送等について相互応援体制を整備する。 
 

5  発災時の優先回線の確保 

災害時の応急対策等にかかる通信サービスの確保に万全を期するため、関係事業者と協調し、

府、市町村及び防災関係事業者による回線利用を優先的に確保できるように努める。 
 

 

第 6 住民への広報 

 ライフラインに関わる事業者は、施設の被害状況及び今後の状況について広報を行い、住民の不

安の解消に努める。 

 

1 市は、飲料水等の備蓄の重要性、節水並びに水質汚濁防止や非常時の下水排除の制限等につ

いて広報する。 
 
2 関西電力送配電株式会社並びに大阪ガス株式会社ネットワークカンパニー北東部導管部は、

飛散物による停電の拡大や、感電、漏電、ガスの漏洩、爆発、出火等の二次災害を防止するた

め、災害時における注意事項等について広報する。 
 
3 西日本電信電話株式会社等は、災害時の通信輻輳の緩和のため、緊急通話以外の電話の自粛

並びに緊急通話する場合にかかりやすい公衆電話等、災害と電話について広報する。 
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第 9節 交通確保体制の整備 

 

 鉄軌道並びに道路施設の管理者は、災害発生時における安全かつ円滑な交通確保のため、体制の

整備に努める。 

 

第 1 鉄軌道施設（西日本旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社） 

 鉄軌道管理者は、乗客の避難、応急復旧のための資機材の整備に努めるとともに、災害発生後直

ちに鉄軌道施設の被害状況の把握及び安全点検を行うための人員の確保等の応急点検体制の整備

に努める。 

 

第 2 道路施設（市、府、近畿地方整備局、西日本高速道路株式会社） 

 道路管理者は、道路の障害物除去のための道路啓開用資機材を確保するための体制を整える。ま

た、災害発生後直ちに道路施設の被害状況の把握及び安全点検を行うための人員の確保等の体制の

整備に努める。 
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第 10節 第 6次地震防災緊急事業五箇年計画の推進 

 

 市は、地震防災対策特別措置法（平成7年法律第111号）に基づき府が策定した第6次地震防災緊

急事業五箇年計画（令和3～7年度）を中心として、地震防災整備事業の推進を図る。 

 

第 1 計画対象事業 

 地震防災整備事業の計画対象事業は、次のとおりである。 

 

 1   避難地 

 2   避難路 

 3   消防用施設 

 4   消防活動が困難である区域の解消に資する道路 

 5   緊急輸送を確保するために必要な道路、交通管制施設、又はヘリポート 

 6   共同溝、電線共同溝等の電線、水道管等の公益物件を収容するための施設 

 7   公的医療機関その他政令で定める医療機関のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

 8   社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

 8 の 2 公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

 9   公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

10   公立の特別支援学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 

11   7～10 までに掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち地震防災

上補強を要するもの 

12   津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため

必要な海岸保全施設又は河川管理施設 

13   砂防設備、保安施設事業に係る保安施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設又は農

業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの 

14   地震災害時において、災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設 

15   地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行

うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備 

16   地震災害時における飲料水、電源等の確保等により、被災者の安全を確保するために必要な

井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備 

17   地震災害時において、必要となる非常用食料、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫 

18   負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に

必要な設備又は資機材 

19   老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策 

20   1～19 に掲げるもののほか、地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令で定めるもの 
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第 11節 避難行動要支援者への支援体制の整備 

 

 市及び防災関係機関は、地域で避難行動要支援者の避難支援等に携わる関係団体、地域住民、ボ

ランティア団体等と連携し、災害時の情報提供、避難誘導など様々な場面において、避難行動要支

援者に配慮した対策を行うための体制の整備に努める。 

 

第 1 避難行動要支援者に対する支援体制整備 

市は、「高槻市災害時要援護者支援マニュアル＜Ⅰ＞」及び「高槻市災害時要援護者支援マニ

ュアル＜Ⅱ＞」に基づき、災害時に避難行動要支援者の避難支援等を円滑に実施するため、体制

の整備に努める。 
 

1 避難行動要支援者名簿（災害時要援護者名簿）の作成 

市は、災害時に避難行動要支援者の避難支援等を円滑に実施するため、介護保険の要介護

４・５の認定を受けた者、ひとり暮らし高齢者（６５歳以上）、身体障がい者手帳１・２級所

持者、療育手帳Ａ所持者、精神障がい者保健福祉手帳１級所持者について、関係課が保有する

以下の情報を収集し、避難行動要支援者名簿（災害時要援護者名簿）を作成するとともに、定

期的な更新を行う。また、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生

じないよう、名簿情報の適切な管理に努める。 

 (1) 氏名 

 (2) 生年月日 

 (3) 性別 

 (4) 住所又は居所 

 (5) 電話番号その他連絡先 

 (6) 避難支援等を必要とする事由 

 (7) その他避難支援等の実施に関し、必要と認める事項 

 

2 避難行動要支援者名簿（災害時要援護者名簿）情報の提供 

市は、災害の発生に備え、地域で避難行動要支援者の避難支援等に携わる民生委員児童委員

等の関係団体に対し、避難行動要支援者本人の同意を得て、避難行動要支援者名簿（災害時要

援護者名簿）情報の提供を行う。 

なお、避難行動要支援者名簿（災害時要援護者名簿）情報の提供にあたっては、提供を受け

る関係団体に対し、漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。 

また、市は、避難行動要支援者の避難支援等に携わる者が、地域の実情や災害の状況に応じ

て可能な範囲で避難支援等を行えるよう、安全確保について配慮に努める。 

 

3 情報伝達体制の整備 

市は、避難行動要支援者に対して災害情報等を迅速かつ的確に伝達するため、情報伝達体制

について配慮する。 

 

4 安否確認体制の整備 

市は、地域で避難行動要支援者支援に携わる民生委員児童委員や地区福祉委員会、地区コミ
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ュニティ組織をはじめ、自主防災組織や地域包括支援センター等や避難行動要支援者の状況を

平時から把握している事業所等と連携・協力し、避難行動要支援者に対する安否確認等の支援

体制の整備に努める。 

 
第 2 二次避難所（福祉避難所）の指定 

  市は、避難行動要支援者等が安心して生活が送れるよう、指定避難所での生活が困難となった、

又は困難と判断できる避難行動要支援者等を受け入れる施設を二次避難所（福祉避難所）として

指定するとともに、その役割について住民に周知する。又、二次避難所（福祉避難所）の管理者

等と連携を図り、避難所開設及び運営等についての体制確保に努める。 
 
第 3 外国人に対する支援体制整備 

  
1 関係機関との連携 

市及び府は、外務省をはじめとする国の関係機関、大阪観光局、大阪府国際交流財団（OFIX）、

宿泊事業者をはじめとする民間事業者等の多様な機関と連携し、官民連携により外国人に対す

る支援の検討・推進を行う。 
2 情報発信等による支援 

(1) 市内在住の外国人に対する支援 
ア 市及び府は、防災教育・訓練や防災情報の提供に努める。 
イ 市及び府は、情報提供や避難誘導において、多言語化や「やさしい日本語」

の活用等に努める。 
ウ 気象庁をはじめとする国の防災関係機関は、防災気象情報が確実に伝達で

きるよう多言語化等の環境の整備を図る。 
(2) 来阪外国人旅行者に対する支援 
ア 市及び府は、災害発生に備え、災害に関する知識や情報入手先等の情報の

周知に努める。 
イ 市及び府は、早期帰国等に向けた災害情報等を多言語で提供するため、  

ウェブサイトやＳＮＳ等の様々なツールを活用して、多言語での情報発信に

努める。 
ウ 市及び府は、観光案内所をはじめ、ターミナル駅周辺における多言語での

情報提供の充実に努める。 
エ 気象庁をはじめとする国の防災関係機関は、防災気象情報が確実に伝達で

きるよう多言語化等の環境の整備を図る。 
 

3 避難所における支援 

市は、避難所の運営において多言語支援を円滑に行えるよう、府と大阪府国際交流財団

（OFIX）が共同で設置する「災害時多言語支援センター」を活用するなど、災害時通訳・翻

訳ボランティアの確保に努める。 
 
第 4 その他の要配慮者に対する配慮 

 市及び府は、避難行動要支援者以外の要配慮者に対しても、災害時における情報提供や避難誘

導その他の必要な支援において、配慮に努める。 
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第 12節 帰宅困難者支援体制の整備 

 
市は、府が民間企業や団体等と連携を図りながら推進に努める帰宅困難者に対する情報の提供や

徒歩帰宅支援等について、災害発生時の社会的混乱等を防止するため、府と連携し帰宅困難者支援

体制の整備に努める。 
帰宅困難者が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、混雑による集団転倒、火災、沿道建物からの落下

物等により死傷する危険性があるとともに、救助・救急活動や緊急輸送活動など応急対策活動が妨

げられるおそれもあるため、可能な範囲で地域における「共助」の活動を事業者等に働きかける。 

また、市は、国、府、関西広域連合等と連携して、鉄道の代替としてバス等による輸送が円滑に

実施できるよう、関係機関との情報伝達や運行調整などを行う枠組みの構築を図るほか、徒歩帰宅

者への支援を行う。情報の提供にあたっては、防災機関が連携し、利用者自らが次の行動を判断で

きるよう、利用者視点での情報提供に取り組む。 

なお、具体的な対策については、国、府、市、事業者、関係機関が連携して検討を行い、帰宅困

難者支援のガイドラインを作成するなど、実効性のある帰宅困難者支援の仕組みづくりを行う。 

 

第 1 帰宅困難者対策の普及・啓発活動 

 災害発生後、従業員等がむやみに移動を開始して二次災害が発生することを防止するため、市は

府、関西広域連合、高槻商工会議所等と連携して、企業等に対して次の施設内待機等に係る計画を

策定するための働きかけを行う。 

(1)  むやみに移動を開始することは避ける 

(2)  発災時間帯別に企業等が従業員等にとるべき行動 

(3)  企業等内に滞在するために必要な物資の確保 

(4)  従業員等に対する情報入手、伝達方法の周知 

(5)  従業員等が家族等の安否確認を行う手段の確認（家族間であらかじめ決定） 

(6)  これらを確認するための訓練の実施 

 

第 2 駅周辺における滞留者の対策 

 駅周辺に多くの滞留者が発生することによる混乱を軽減するため、市は民間事業者との覚書等に

基づき一時滞在施設等の確保に努めるなど、平時から訓練等により連携体制を確立する。また、飲

料水やトイレ等の提供体制の整備、避難行動要支援者や観光客等を考慮した滞留者の避難誘導対応

等についての検討を行う。併せて、帰宅困難者について、地域救援活動の応援要員としての役割に

ついても検討を行う。 

 

第 3 代替輸送確保の仕組み（バス等） 

鉄道の代替としてバス等による輸送が円滑に実施できるよう、近畿運輸局、道路管理者、交通管

理者、各事業者等の関係機関と情報伝達や運行調整などを行う枠組みの構築を図る。 

 

第 4 徒歩帰宅者への支援 

1   給油取扱所における徒歩帰宅者への支援 

地震による災害が発生し、交通が途絶した場合に、大阪府石油商業組合の組合員は、徒歩帰

宅者支援「協力店」のポスターを表示したそれぞれの給油取扱所（「防災・救急ステーション」

と呼称）において、徒歩帰宅者（徒歩で帰宅する被災者）に対し、次のような支援を行う。 
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(1) 一時休憩所として、水道水、トイレ等の提供 

(2) 地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り得た通行可能な歩道に関する情報の提

供 

 

2  コンビニエンスストア・外食事業者による徒歩帰宅者への支援 

関西圏域で地震等による災害が発生し、交通が途絶した場合に、関西広域連合と協定を締結

し支援可能とされた店舗を有するコンビニエンスストア事業者及び外食事業者等は、災害時帰

宅支援ステーション・ステッカーを表示したそれぞれの店舗（「災害時帰宅支援ステーション」

と呼称）において、徒歩帰宅者（徒歩で帰宅する被災者）に対し、次のような支援を行う。 

(1) 水道水、トイレ等の提供 

(2) 地図等による道路等の情報、ラジオ等で知り得た通行可能な歩道に関する情報の提

供 
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第 1節 防災知識普及計画 

 
 市及び防災関係機関は、防災知識の普及啓発、訓練や研修の実施等、幼児期からその発達段階に

応じ、学校教育及び社会教育等、あらゆる機会を通じて、住民の防災意識の高揚と、災害初動対

応スキルの習得に寄与するよう努める。また、実施にあたっては、避難行動要支援者の多様なニー

ズに配慮し、地域において避難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被

災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 
また、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住民主体の取組を支援・強化

することにより、社会全体としての防災意識の向上を図る。 
 
第 1 防災知識の普及・啓発 

 各種災害について防災活動の円滑な遂行を実施するため、市職員、防災関係機関の構成員及び住

民に対し、災害予防、災害応急対策等の防災知識の普及・啓発を図る。 
特に、被害の防止、軽減の観点から、住民に対して、「自らの命は自らが守る」という意識を持

ち、自らの判断で避難行動をとること及び早期避難の重要性を周知し、住民の理解と協力を得るよ

う取り組む。 
また、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネジャー等）

の連携により、高齢者等に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図る。 
 

1  普及・啓発の内容 

(1) 災害等の知識 
     ① 規模の大きな地震の連続発生や各災害が複合的に発生する可能性もあること等、

様々な災害の様態や危険性 
     ② 各防災機関の防災体制（初期活動・応急活動）の構築 
     ③ 地域における危険箇所等の把握 

④ 過去の災害から得られた教訓の伝承 
⑤ 地域社会への貢献 
⑥ 応急対応、復旧・復興に関する知識 
⑦ 避難生活時における健康管理等に関する知識 
⑧ 指定避難所等における多様な被災者への配慮に関する知識 

(2) 災害への備え 
     ① 最低３日間できれば１週間分以上の飲料水、食料、携帯トイレ・簡易トイレ、トイ

レットペーパー等の生活物資の備蓄 
     ② 非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備 

③ 自動車へのこまめな満タン給油 
     ④ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養についての準備 
     ⑤ 負傷の防止や避難路確保の観点から、家具や什器の固定、家屋・施設・塀・擁壁の

予防・安全対策 
     ⑥ 指定緊急避難場所・避難路・指定避難所、家族との連絡体制等（連絡方法や避難ル

ールの取り決め等）の確認 
⑦ 住宅の耐震診断と状況に応じた耐震改修の必要性 
⑧ 自主防災組織活動、初期消火・救出訓練をはじめとした防災訓練などへの参加 
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⑨ 地震保険・共済、火災保険・共済の加入の必要性 
     ⑩ 警報等発表時や避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）といっ

た避難情報の発令時にとるべき行動 
     ⑪ 様々な条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、避

難場所や指定避難所での行動 
(3) 災害時の行動等 

     ① 初期消火、救出救護活動、心肺蘇生法、応急手当の方法 
     ② 地震発生時における自動車運転者が注意すべき事項 

③ 情報の入手方法 

④ 身の安全の確保方法 

⑤ 気象予警報や避難情報、５段階の警戒レベル等の意味 

⑥ 緊急地震速報を確認した場合に具体的にとるべき行動 

⑦ 南海トラフ地震臨時情報等の内容 
⑧ 避難行動要支援者を含む要配慮者への支援 

⑨ 避難生活に関する知識 
⑩ 自らの安全を確保の上、応急対応等の防災活動への参加 
⑪ 自らの被害が軽微であった場合の生活物資等の提供等の協力 

     ⑫ 災害緊急事態が布告され、内閣総理大臣から物資の買占めの自粛等の協力要請があ

った場合の協力 
 

2  普及・啓発の方法 

(1) 広報 
      防災知識、防災に関する計画等の市広報誌による周知徹底 

(2) パンフレット類 
      防災パンフレット、ビデオ等を活用した普及啓発 

(3) 防災に関する講座、講演、教室等の開催 
水害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図りつつ、防災に関する諸行

事にあわせた講演会等の開催、住民参加型防災訓練の実施、地域社会活動等の促進・

活用による普及啓発を実施する。 
(4) 放送機関 

      地域のケーブルテレビジョン等との連携による普及啓発 
(5) 生涯学習としての防災教育 

      各種イベント、地域の諸活動と連携した普及啓発 
 
第 2 防災教育 

1 学校における防災教育 

 防災意識を高め、それを次世代へ着実に継承していくためには、学校における防災教育が重

要である。学校は、児童生徒の安全を守るとともに、今後、地域防災の主体を担い、防災活動

に大きな役割を果たすことができる人材を育成するよう、小・中学校等の学年に応じた防災教

育を実施する。 
また、市及び府は、必要な情報を共有するなど互いに連携を図り、防災に関する講習会を開

催するなどして、学校における防災教育の充実を図る。特に、水害・土砂災害のリスクがある

学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努めるものとする。 
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(1) 教育の内容 

     ① 気象、地形、地震、津波についての正しい知識 
     ② 防災情報の正しい知識 
     ③ 気象予警報や避難情報等の意味 
     ④ 身の安全の確保方法、指定緊急避難場所・避難路・指定避難所、避難方法、家族・

学校との連絡方法 
     ⑤ 災害等についての知識 
     ⑥ ボランティアについての知識・体験、地域社会の一員としての自覚の育成 

(2) 教育の方法 
     ① 防災週間等を利用した訓練の実施 
     ② 教育用防災副読本、映像資料等の活用 
     ③ 系統的・体系的な防災教育の推進 
     ④ 防災教育啓発施設の利用 

⑤ 防災関係機関との連携 
⑥ 緊急地震速報等、防災に関する科学技術の活用 
⑦ 自主防災組織、ボランティア等との連携 

(3) 学校安全の手引 

「学校安全の手引」を活用し、学校における教育活動全体を通じた実践的な防災教育

をする。 
(4) 校内防災体制の確立 

学校は、児童生徒の安全確保や災害被害の未然防止を目的として、学校安全計画を作

成するとともに、登下校時の対応を含め、適宜、危機等発生時対処要領（危機管理マニ

ュアル）等の見直しを行い、校内防災体制の確立に努める。 
(5) 災害時の備蓄品 

学校は、市と連携して、児童生徒が在校中の災害の発生により一時的に帰宅困難とな

った場合に備え、学校の実情や必要性に応じて食糧や飲料水、携帯トイレ等の備蓄品の

整備に努める。 
 

2 教職員の研修 

市教育委員会は、地震・津波に関する正しい知識や各校の実践的な防災教育の事例を含む研

修を実施する。 
 

3 防災教育の研究 

児童生徒が自然災害等の危険に際して自らの命を守り抜くため、「主体的に行動する態度」

の育成、指導者となる視点から、児童生徒が安全で安心な社会づくりに貢献する意識の向上が

図られるよう防災教育の指導方法等について研究を行う。 
 
第 3 消防団等による防災教育 

市は、消防団や消防本部等と連携を図りつつ、小学校等において防災教育や訓練を行うことによ

り、住民の防災意識の高揚、災害時の対応力を強化できるよう支援する。 
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第 4 災害教訓の伝承 

市は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関する

調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般に

閲覧できるよう公開に努める。また、災害に関する石碑やモニュメント等のもつ意味を正しく後世

に伝えていくよう努める。 
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第 2節 自主防災体制の整備 

 
 大地震、風水害等の災害が発生した場合には、電話の不通、道路・橋の損壊、建物の倒壊、同時

に各地で発生する火災等により、防災機関の活動が遅れたり阻害されたりすることが予想され、被

害の防止、軽減を図るためには住民等による自主的な初期防災活動等が極めて重要となる。 
そこで、市は、自分たちの地域を自分たちで守るため、地域及び事業所等の単位で、平時から防

災活動や訓練を積み重ね、災害時に迅速かつ効果的な行動がとれるよう自主防災体制の整備に努め

る。 
 
第 1 地域の自主防災活動 

 市は、コミュニティ活動を促進し、地域の連帯感の醸成に努めるとともに、住民組織の防災活動

への取組みについて啓発し、自主防災組織の結成及び育成に努める。その際、女性の参画を促進し、

様々な世代の女性の意見を反映させやすい組織づくりに努める。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  活動内容 

平時及び災害時の防災活動として、次のような内容を地域の事情に応じて行う。とりわけ、

広域的な活動を行う地区防災会は、広域的な情報収集伝達等や方面隊と連携した指定避難所運

営なども担う。 
(1) 平時の活動 

     ① 防災に対する思想、知識の普及及び啓発 
       各家庭への理解と協力の呼びかけ、講習会・研修会の開催、ミニコミ誌の発行等 
     ② 災害発生の未然防止 
       消火器などの防災用品の頒布あっせん、家具の安全診断・固定、建物や塀の点検等 
 
 

 
高槻市における自主防災組織 
（災害対策基本法第 2条の 2第 2号に相当するもの） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この計画において、単に「自主防災組織」というときは、上表における「地区防災会・

自主防災会」を含めたものを指すこととする。 

自主防災会 

 
自治会（管理組合を含む）又は

複数の自治会を基盤として結

成された組織 

地区防災会 

 
地区コミュニティ組織を基盤

として結成された広域的な組

織 

自主防災組織 
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     ③ 災害発生への備え 
避難行動要支援者の把握、避難所運営マニュアルの策定、地区版ハザードマップの

作成、指定緊急避難場所・避難路・指定避難所の把握、防災資機材や備蓄品の管理等 
     ④ 災害発生時の活動要領の習得 
       情報伝達、避難、消火・救急処置、指定避難所運営、炊き出し訓練等 
     ⑤ 防災資機材の整備・管理 
       情報連絡、初期消火、救出救護、避難、給食給水、避難所運営等に必要な資機材の

備蓄・維持整備 
⑥ 防災訓練の実施及び参加の啓発 

訓練の実施及び訓練への参加の呼びかけ 
⑦ 復旧・復興に関する知識の習得 

(2) 災害時の活動 
     ① 避難誘導 
       地域住民等の安否確認、避難場所への誘導、避難行動要支援者への支援等 
     ② 救出・救護 
       簡単な救助用資機材を使用した救出救護 
     ③ 出火防止・初期消火 
       バケツ、消火器、可搬式ポンプ等による初期消火など 
     ④ 情報伝達 
       消防署等防災機関への被害状況、避難状況の伝達と救援情報等の住民への周知 
     ⑤ 物資分配 
       炊き出し等による給食、及び救援物資（食料、飲料水、毛布等）の指定避難所への

運搬、分配 
     ⑥ 指定避難所の自主的運営 

方面隊等と連携した指定避難所運営組織の整備及び運営 
 

2  育成方法 

   地域の実情に応じた自主防災組織の育成に努める。 
(1) 自主防災組織の必要性の啓発 

(2) 自主防災組織に対する情報提供 

(3) 自主防災組織に対する講演会研修会の実施 

(4) 自主防災組織が実施する防災訓練等への支援 

(5) 自主防災組織に対する防災資機材の整備支援 

(6) 防災指導員（リーダー等）の育成（養成講習会等の開催） 

(7) 教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施 

 

3  各種組織との連携 

   高槻市コミュニティ市民会議や赤十字奉仕団等の公共的団体との連携と防災活動の促進を

図る。 
 
第 2 事業者による自主防災体制の整備 

 市は、高槻商工会議所等と連携し、事業者に対して、従業員・利用者の安全確保、二次災害の防

止、事業の継続、地域への貢献・地域との共生といった観点から自主防災体制を整備するよう啓発
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する。 
また、市は、事業者を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加

の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うほか、地域貢献に関する協定の締結に努める。 
 
1  啓発の内容 

(1) 平時の活動 
     ① 事業継続計画（ＢＣＰ）の作成 

② 事業継続マネジメント（ＢＣＭ）※の実施 
※：事業継続マネジメント（ＢＣＭ） 

         ＢＣＰ策定や維持・更新、事業継続を実現するための予算・資源の確保、対策

の実施、取組みを浸透させるための教育・訓練の実施、点検、継続的な改善など

を行う平時からのマネジメント活動のこと。経営レベルの戦略的活動として位置

付けられる。（引用：内閣府作成 事業継続ガイドラインより） 
     ③ 防災に対する心構えの普及啓発（社内報、掲示板の活用など） 
     ④ 災害発生の未然防止（社屋内外の安全化、非常用マニュアルの整備、防災用品の整

備など） 
     ⑤ 災害発生への備え（飲料水・食料・その他の物資、資機材の備蓄、非常持ち出し品

の準備、避難方法等の確認など） 
     ⑥ 災害発生時の活動の習得（情報伝達・避難・消火・救急処置訓練など） 
     ⑦ 地域活動への貢献（防災訓練など地域活動への参加、自主防災組織との協力など） 
     ⑧ 市との物資等提供の協定締結など、協力体制の構築（特に食料、飲料水、生活必需

品を提供する事業者） 
⑨ 事業継続が可能（７２時間）となる非常用電源の確保（特に病院、要配慮者に関わ

る社会福祉施設等） 
(2) 災害時の活動 

     ① 避難誘導従業員・利用者の生命の安全確保（安否確認、避難誘導、避難行動要支援

者への支援など） 
     ② 救出・救護（救助用資機材を使用した救出、負傷者の救護など） 
     ③ 出火防止・初期消火（消火器や屋外消火栓、可搬式ポンプによる消火など） 
     ④ 情報伝達（地域内での被害情報の高槻市への伝達、救護情報などの周知など） 
     ⑤ 地域活動への貢献（自主防災組織・防災関係機関の行う応急対策活動への協力、帰

宅困難者対策のための施設の開放など） 
 

2  啓発の方法 

   高槻商工会議所等と連携して、事業者による自主防災体制の整備について指導・助言する。 
(1) 広報誌などを活用した啓発 
(2) 自衛消防組織の育成（養成講習会等の開催） 
(3) 教育啓発施設等を活用した体験教育等の実施 
(4) 消防法に規定する立入検査の機会を活用した指導・助言 

 
第 3 救助活動の支援                        〔資料編 資 97 頁〕 

 市及び防災関係機関は、地域住民による自主防災組織等が自発的に行う救助、救護活動を支援、

助成をするため、必要な資機材を計画的に整備する。 
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 総合センター、古曽部防災公園、障がい福祉課倉庫（旧かしのき園）、消防磐手分署地下倉庫及

び 59 の小・中学校等に災害用備蓄倉庫を設け、資機材等を整備する。 
 
第 4 地区防災計画の策定等 

市内の一定の地区内の住民（自主防災組織等）及び当該地区に事業所を有する事業者（要配慮者

利用施設等の施設管理者を含む。）（以下、「地区居住者等」という。）は、当該地区における防災力

の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等、

自発的な防災活動の推進に努める。この場合、必要に応じて、高齢者や障がい者、女性、ボランテ

ィア団体等、多様な主体の参画も促進しつつ、当該地区における自発的な防災活動に関する計画を

作成し、これを地区防災計画の素案として高槻市防災会議に提案するなど、市と連携して防災活動

を行う。 
市は、地区防災計画ガイドライン（内閣府）等の周知を図るとともに、地区防災計画の作成を支

援する。 
高槻市防災会議は、高槻市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう、地区居住者等から提

案を受け、必要があると認めるときは、高槻市地域防災計画に地区防災計画を定めることとする。 
なお、高槻市防災会議は、高槻市地域防災計画に、地域防災力の充実強化に関する事項を定め、

その実施に努めることとし、地区防災計画を定めた地区は、地区居住者等の参加の下、具体的な事

業に関する計画を定めることとする。地区防災計画が定められた地区の地区居住者等は、高槻市防

災会議に対し、当該地区の実情を踏まえて、事業に関する計画の内容の決定又は変更をすることを

提案することができる。 
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第 3節 ボランティア活動の環境整備 

 
 市、府、大阪府社会福祉協議会、高槻市社会福祉協議会、日本赤十字社大阪府支部高槻市地区、

ボランティア団体、ＮＰＯ及びその他ボランティア活動推進機関は、府の「災害時におけるボラン

ティア活動支援制度」等を活用し、それぞれ連携するとともに、中間支援組織（ボランティア団体・

ＮＰＯ等の活動支援やこれらの異なる組織の活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、

災害時にボランティアが被災者のニーズに応えて円滑に活動できるよう、協定の締結など必要な環

境整備を図る。 
 

1  ボランティアの受入れ体制の整備等 

   市及び高槻市社会福祉協議会は、「高槻市災害ボランティアセンターの設置等に関する協定」

に基づき、大阪府社会福祉協議会、日本赤十字社大阪府支部高槻市地区と協力してボランティ

アの受入れ体制の整備を図るとともに、災害発生時において、ボランティア活動に必要な情報

を収集し、提供する。 
 

2  事前登録 

   高槻市社会福祉協議会は、災害発生時のボランティア活動が円滑に行えるよう、市内でボラ

ンティア活動が可能な団体及び個人等の事前登録の受付を行う。 
 

3  人材の育成、研修体制の整備 

   ボランティア活動の需要と供給の調整のため、高槻市社会福祉協議会及び大阪府社会福祉協

議会等関係機関と相互に連携してボランティアコーディネ－ター等の養成研修体制の整備を

図り、人材の確保に努める。 
 

4  活動支援体制の整備 

(1) ボランティア活動のために必要な資機材などの調査を行い、事前に準備するよう努

める。 

(2) ボランティア本人とボランティア活動中における対人及び対物保険に加入する方

法等について検討を行う。 
(3) ボランティア活動を円滑に進めるため、平時から各種支援団体等とのネットワーク

構築に努める。 
 

5  情報共有会議の整備・強化 

市及び府は、ＮＰＯ・ボランティア・社会福祉協議会等と連携し、平時の事前登録、研修

制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア

活動拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を

行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進する。 
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第 4節 企業防災の推進 

 

1  事業継続計画（ＢＣＰ）の策定等 

事業者は、災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地

域貢献・地域との共生）を十分に認識し、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスク

に応じたリスクコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメント

の実施に努める。また、市及び府は、事業者の防災活動を促進するため、広報・啓発や必要な

情報提供等の支援に努める。 
(1) 事業者 

ア 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用 
被災による業務中断という事態に備えていくため、あらかじめ想定されるリスク

が発生した場合に事業者が遂行する重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定し、運用するよう努める。 
イ 事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施 

東日本大震災では、被災地はもとより、サプライチェーンの寸断により、経済活

動への影響が全国に及ぶなど、経済活動が直接の取引先との間で完結するものでな

く、サプライチェーンを通じて、広く連鎖すること等が明らかとなったことを踏ま

え、次に示すような事業継続上の取組みを継続的に実施するなど、事業継続マネジ

メント（ＢＣＭ）の取組みを通じて企業防災の推進に努める。 
(ｱ) 防災体制の整備 

(ｲ) 従業員の安否確認体制の整備 

(ｳ) 必要な物資・資機材の備蓄や防災用品の整備 

(ｴ) 防災訓練 

(ｵ) 事業所の耐震化・堅牢化 

(ｶ) 損害保険等への加入や融資枠の確保等による資金の確保 

(ｷ) 予想被害からの復旧計画の策定 

(ｸ) 各計画の点検・見直し 

(ｹ) 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応 

(ｺ) 取引先とのサプライチェーンの確保 

ウ その他 
(ｱ) 食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者等、災害応急対策等に係る

業務に従事する企業は、市及び府との物資等提供の協定締結、地域の防災

訓練等の防災施策の実施に協力するよう努める。 
(ｲ) 事業者は、地震発生時における施設の利用者等の安全確保や機械の停止

等により被害の拡大防止を図るため、緊急地震速報受信装置等の積極的活

用を図るよう努める。 

(ｳ) 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、施設毎の規定（介護保険法等）

や、災害に対応するための災害毎の規定（水防法等）により、自然災害か

らの避難を含む計画を作成する。 
(ｴ) 事業者は豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等

が屋外を移動することのないよう、テレワークの実施、時差出勤、計画的

休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講ずるよう努め



第 2 編 災害予防対策 
第 3 章 地域防災力の向上 

第 4 節 企業防災の推進 

 - 103 - 

る。 
(2) 市及び府 

市及び府は、こうした事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、事業継続マネジメ

ント（ＢＣＭ）の実施や防災活動を促進するため、経済団体や企業防災活動を支援す

る団体等との連携体制を構築し、広報・啓発や必要な情報提供等の支援に努めるとと

もに、研修会の実施や必要な助言を行うほか、事業者による従業員の防災意識の高揚

を図る取組みを支援する。 
なお、市は、高槻商工会議所と連携し、中小企業等による事業継続力強化計画に基

づく取組等の防災・減災対策の普及を促進するため、事業継続力強化支援計画に基づ

き支援を行う。 

 

2  協定等の締結及び協力 

食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企業

は、市との物資等提供の協定締結、地域の防災訓練等の防災施策の実施に協力するよう努める。 
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第 5節 市内大学等との連携 

 

市及び市内大学等（以下「大学等」という。）は、防災知識の普及啓発、防災訓練の実施及び災

害発生時に、拠点施設としての活用について連携するための体制の整備に努める。 

 

1  大学等は、安全・安心・防災・危機管理等に関する専門的な研究成果を生かし、地域の安全

対策に寄与する。 

 

2  市及び大学等は、大学等の施設を地域の防災力向上に寄与するものとし、グラウンドや体育

館を災害時の指定緊急避難場所又は拠点として活用する。また、平時においては、その施設を

利用して地域の防災訓練など、住民への啓発の場として活用できるよう連携を図る。 

 

3  市及び大学等は上記の目標を達成するため、災害時応援協定等を締結するよう努め、地域防

災力の向上を図る。 

 

 


